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次回第１７回高知大会（5月29日〜5月30日）は、これまでの大会参加者の方々からの多くの要請がありまし

た『具体的事例に則した実戦的なテーマ』をメインテーマとします。具体的事例をたたき台として、被害救

済に役立つ経験交流を考えています。皆さま、奮ってご参加くださいますようよろしくお願いいたします。
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１　昨年１１月２９・３０日の両日にわたり長野市で第

16回全国大会が開催されました。全国から大勢

の皆さまにご来場いただき熱心な討論がなされ

たことが思い起こされます。この紙面をお借り

して、遠路はるばる長野の地までお越しいただ

いた全国の皆さまに感謝申し上げます。なお、

大会参加人数は128名でした。

２　大会は当初予定されていた開催要領のとおり

に進行し、全ての課題を滞りなく終えて無事閉

幕となりました。簡単ではありますが、少しだ

け振り返ってみることにします。

１日目は吉岡和弘幹事長の基調報告に引き続

き、「欠陥住宅被害の根絶と建築士の役割〜こ

れからの建築士はどうあるべきか」のテーマで

パネルディスカッションがおこなわれました。

パネリストにはトム亀井氏（元カリフォルニア

州構造エンジニヤ協会副会長）・小倉善明氏

（JIA副会長）・宮本忠長氏（日本建築士会連合会

会長）・加藤哲夫氏（千代田区役所建築指導課）

が就かれ、吉岡幹事長がコーディネーターを務

められました。４名のパネリストからは建築士

の制度や実態が説明され、今の建築士制度は欠

陥住宅が作り出されることに有効に機能せず、

大部分の建築士が本来の役割を果たしていない

ことが明らかになりました。続いて最高裁判所

平成15年１０月１０日判決の意義が解説され、その

後、松本克美立命館大学法学部教授から、欠陥

住宅による損害賠償額から居住利益や建物減価

を控除することを認める損害調整論や慰謝料否

定論についての講演がなされました。

２日目は、良質な大工の養成について（大森

健司建築士）、勝つためのシックハウス訴状作

成法（中島宏治弁護士）、勝つための鑑定書づく

り（木津田秀雄建築士）と実践的な報告がされ、

その後河合敏男弁護士と田中厚弁護士から勝訴

判決・勝利和解の報告がなされました。各報告

者の皆さまには大変にご苦労さまでした。

３　全国大会に先立ち欠陥住宅甲信越ネットの設

立総会が会場の別室で開かれました。甲信越ネ

ットの活動エリアは山梨県・長野県・新潟県の

三県で、会員は今のところ２８名です。２８名の内

訳は、研究者１名、弁護士１６名、建築士９名、

一般２名で、地域的に見ると、山梨県２名、長

野県２０名、新潟県６名となっています。しかし、

甲信越地方といっても面積的には相当広い上に

地域的に離ればなれなので２８名の会員数では全

く足りず十分な活動ができません。また、三県

の会員数にアンバランスがあり、これを解消す

ることも重要な課題となっています。甲信越地

域にお住まいがあり欠陥住宅に関心のある弁護

士、建築士その他の方をご存知でしたら是非と

もご紹介ください。

４　１月２４日には長野県弁護士会館で甲信越ネッ

トの拡大幹事会を開催し、１５名の会員が集まり

ました。そこでは次のとおり決まりました。な

お、三県が離れているので頻繁に会議をするこ

とができないことが大きな悩みです。

①　甲信越ネットのホームページを開設するこ

とになり、渡辺建築士に検討をしていただく

ことにしました。ホームページから相談のア

クセスができるようにしたいと思います。

②　ホームページとは別に三県の各地に相談受

（2）

長野大会と甲信越ネットの活動報告

甲信越ネット事務局長　弁護士 上　條　　　剛（長野）
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付窓口を設けることにしました。甲信越ネッ

トには専用電話がないので、当面は法律事務

所の電話を窓口にし、山梨は小笠原弁護士、

長野は山崎泰正弁護士と上條、新潟は金子弁

護士が窓口となることにしました。

③　相談者の相談ルートを確立することを検討

しました。

④　学習会を開催することにしました。ネット

を立ち上げたとしても、弁護士も建築士も欠

陥住宅への対処法に十分精通しているとは言

えないのが残念ながら実情です。欠陥住宅の

問題に取組む以上、住宅の何たるかを知らな

ければ役に立ちません。そこで、会内の学習

会を旺盛にやろうということになりました。

予定は４月１０・１１日の両日を予定し、一晩泊

まりで信州安曇野の温泉で甲信越ネットの総

会を兼ねて開催することにしたものです（た

だし、この報告が出るころには終わっている

ことでしょう）。学習会の内容としては、裁

判の規範となっている公庫仕様書をテキスト

にして、建物がどのようにつくられているの

か、標準的な工法はどのようなものであるか、

典型的な欠陥としてはどのようなパターンが

あるか、どの程度のものが欠陥・瑕疵と言い

うるかなどを建築士から講義していただき、

ディスカッションすることにしました。仕様

書としては、建物が多いと認められる木造在

来工法に関するものを取り上げようと考えて

います。また、学習会会場の近所に手頃な建

築中の建物があれば、その現場まで赴いて構

造見学会をすれば理解に資するとも考えて対

象を物色中です。

⑤　総会は学習会とセットで、一泊二日で開催

することにしました。今のところ参加予定者

は１３名となっています。総会前の３月１７日に

幹事会と懇親会を長野市で開きます。

⑥　欠陥住宅とシックハウスの相談について具

体的な対応が始まっています。会員による集

団の英知で取組みたいと考えています。

⑦　大村代表幹事が主宰している市民講座「第

９回家族の命と暮らしを守る住まいセミナー

〜シックスクールから子どもを守るための基

礎知識」の協賛団体となることが承認されま

した。

５　全国大会を契機にして甲信越ネットが誕生し

ましたが、生まれたてのホヤホヤです。先駆的

なネットに学びながら活動を充実化していくつ

もりですので、よろしくお願いいたします。

（3）

11月29日午前９時20分、１ヶ月前から期待してい

た長野にようやく旅立ちました。

12時14分に長野駅に着きました。

駅の出口に立てられた「第１６回欠陥住宅被害全

国連絡協議会」の看板は、とても目立っていました。

地元の方に歓迎される喜びをかみしめつつ、私達

一行５人、駅前のおそば屋さんで昼食をすませ、急

いで会場に向かいました。急いだせいか、長野の名

物お蕎麦は特別なお味がしなかったようです。

12時50分、弁護士、建築士、学者、行政官、被害

者などを中心とする会場はすでに満員でした。会場

内外、名刺交換している初対面の人がいれば、何人

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

長野大会参加者である中国の留学生陳桐花さんから次のような感想文がよせられました。

長野のおそば
東北大学法学部３１９号研究室　陳　桐花
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か集まって愉しそうに会話している旧識のような方

もいます。私のように、きょろきょろしながら、何

につけ興味津々の輩はいないようです。

13時ちょっと前に全員続々と着席し、１３時、会議の

幕が開かれました。私も視線を一点に集中させて静

かに会議内容に耳を傾けはじめました。

欠陥住宅被害者に有利な最高裁判決の登場、アメ

リカと日本の住宅建築事情の相異点の分析から、Ｊ

ＬＡの「登録建築家」制度試行の構想、「建築資格

制度」の創設および建築行政の現状まで、日本の住

宅建築制度の中に実在している問題点とそれに対応

する改善策が、弁護士、外国建築士、ＪＬＡ、日本

建築士会、建築行政のそれぞれの代表によって報告

されました。

このような問題意識に基づいて、欠陥住宅被害を

根絶するため、建築士のあるべき姿をめぐって議論

が行われました。このとき、一人の建築士さんが、

「私は、建築士の良心を持って欠陥住宅を作らない」

と胸を張って発言しました。この頼もしい発言のせ

いか、会場は非常に熱くなりました。そして、「建

築士自身が自主規律すべきだ」、「建築士資格制度自

体に問題がある」、「注文主のための建築制度を作っ

ていない」、「建築行政上の手続の不備」などなどの

質問や意見が活発に出されました。私自身知らない

制度、仕組みではありますが、発言者の熱意、責任

感、正義感に感銘を受け、心に抑えきれない暖流が

力強く流れていくのを感じました。

続いて、学者による法律論の構築、弁護士実務家

達による司法的救済、建築士による建築工法の練磨

など、それぞれ問題解決の一環として詳しく報告さ

れました。問題解決に向かって詳細な理論分析を行

い、具体的解決手法を工夫し、おかげで、熱弁で沸

騰している会場も、少し熱を冷ましました。

留学している５年間、ずっと、求め続けていた大

切な「宝物」が、ここで見つかりました！

一人の人間はけっして強いものではありません。

「宝物」をつねに大切に守るのもけっして容易では

ありません。むしろ、社会の流れにしたがって流さ

れていくほうが簡単で楽かもしれません。でも、彼

らが「宝物」を堅く守り、この社会に対して、一人

一人が自分なりの責任を持ち、堂々と歩いています。

遠い昔日本のサムライのように。

世界の国、民族はトイレに行くような小さいこと

から、人々の言行挙止、考え方のような大きいこと

まで、それぞれ違ってくると思いますが、信頼でき

る仲間、暖かい人間関係は、国・民族を異ならず、

誰でも心から求めているに違いがありません。無秩

序の競争社会が人間関係の破壊を招来し、その修復

は秩序のある協同社会にしか頼れないと思います。

学者・法律実務家・建築士達は被害者救済を図り、

力合わせて協同社会を作ろうと頑張っている姿を目

の前にみて、ここでは、秩序のある「協同社会」が

すでに現れているような気がしました。

この協同社会の中で、日本の欠陥住宅の被害者は、

泣き寝入りをせず、直ちに自己の権益を主張でき、

救済を受ける希望をもつことができるでしょう。こ

の意味では、日本の欠陥住宅の被害者は、必ずしも

不幸とも言えません。これに対して、落ち着かない

社会になった中国にいる私の父母兄弟、知人友人は、

いつ、このような秩序のある協同社会で暮らせるよ

うになるでしょうか。ふっと、私は、自分に課せら

れた重い責任を感じて、その夜は眠れませんでした。

翌日、善光寺でおみくじをひいたら「末吉」でし

た。それでも、「末吉」を松にむすび付けました。

「素敵な仲間が見つかったことが末吉だったら、こ

れからはどのぐらい量れない「大吉」が待っていて

くれるだろう」。

長野と別れる前に、もう一度善光寺前のおそば屋

さんでお昼食を済ませました。長野のおそばは、本

当においしく、忘れられない味になりました。　　　　　　　　　

２００３年１２月２２日　冬至

（4）

「ふぉあ・すまいる」に掲載する写真やイラストを募集します
今回の表紙題字下のイラストは全国ネット事務局長の岩城穣弁護士の次男の「岩城　陽

あきら

」

くんの小学２年生の頃の作品です。

作品は返却いたしますので事務局までお送りいただきますようお願いいたします。
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１　問題の所在

「建築士がしっかりと建物の設計をして施工を

監理さえすれば欠陥住宅被害は根絶できるはずな

のにどうして欠陥住宅被害が発生し続けるのか、

建築士に適切な工事監理を期待するのは無理なの

かを徹底議論をしてみよう」というのが長野大会

のメインテーマを決めるにあたって事務局で議論

した要点だった。一方、ＪＩＡは建築家法の制定構

想、建築士会は専攻建築士制度の立上げ構想を提

示し、建築士のあるべき将来像を模索している状

況下で、これら建築士側からの意見をお聞かせ願

い、私たちと意見交換をする中で、消費者のため

の家造りの方策等を見出すことはできないかとい

う問題意識もあり、パネリストとして、建築士側

から日本建築家協会（ＪＩＡ）副会長の小倉善明氏、

日本建築士会連合会会長宮本忠長氏をお招きし、

併せて日頃、良質な建築行政に奮闘されている千

代田区役所建築指導課の加藤哲夫氏をお招きし、

また、アメリカからは元カリフォルニア州構造エ

ンジニア協会副会長のトム亀井氏のご出席をいた

だき、私（吉岡）を進行役として、それぞれの立場

から上記問題について議論を展開していただいた。

２　トム亀井氏（元カリフォルニア州構造
エンジニヤ協会副会長）の発言要旨

（トム亀井氏は、アメリカで生まれ１２歳で渡日、

学校卒業後アメリカへ帰り、構造エンジニアとし

て４０年以上の実務経験を持つ方である。）

１５年ほど前に買った伊豆高原の別荘を売却しよ

うと考えて不動産業者に相談したところ、日本の住

宅は20年が寿命で建物の価値はない、土地の値段

でしか売れないといわれ失望と驚きの念を抱いた。

最近の材料・工法からすれば戸建住宅でも５０年〜

100年は使えるようにすることを望みたい。アメリ

カでは建築確認申請時に厳格な審査をすること、

その際、建築主事と徹底した議論をすること、詳細

な図面を作成し施工業者は図面どおりに施工する

ことが常識になっている。日本の最高裁が３０セン

チ柱を要望したのに２５センチしかなかったことに

ついて判断したというが、アメリカでは図面に反し

た施工は契約違反であることは明らかで議論の余

地はなく、そもそも裁判になどならない。設計変

更の場合は、きちんと図面を作り直し建築主事の

承認をもらって初めて変更が可能なこと、インス

ペクター（筆者注・検査官）は要所要所で中間検査

をなし、図面に反する施工には赤紙が貼られてや

り直しを命じられる仕組がとられていること、違

反には厳罰をもって望むことなどを紹介したうえ、

我が国の建築法制について、建築士の専門分野を明

確にすること、インスペクションを徹底すること、

事前チェックによる事前予防を是非充実させてほ

しいこと、職人の質の向上が大切であると考える。

３　小倉善明氏（ＪＩＡ副会長）の発言要旨

建築家・弁護士・医師は三大プロフェッション

といわれている。しかし、医師法や弁護士法と違

って、建築家には倫理規定を定めた法律がなかっ

た。建築士法はあるが、昭和２６年、戦後復興を早

めるために作られた法律であり、先進国とならぶ

レベルまで復興すれば、欧米と同様の建築士法に

改正すべきということになっていた。建築士は技

術的専門家であることだけで、職能としての建築

家について特に定めていないかった。そこで、資

格制度を作ろうという動きになり、昨年１２月１日

から登録建築家の審査の受付を始めている。優れ

（5）

欠陥住宅被害の根絶と建築士の役割
〜これからの建築士はどうあるべきか〜

［１］パネルディスカッションの概要

弁護士　吉　岡　和　弘（仙台）

パネルディスカッション
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た芸術性・技術性をもった設計ができるかを国際

的基準で審査し、それをクリアした人が倫理規定

を満たしているかを判断する。資格者は更新の要

件として継続教育を義務づける。そして、登録建

築家の写真、経歴、考え方、得意分野等をホーム

ページで公開することで一般人がこれらの情報に

アクセスできることにする。こうした資格制度の

創設の直接の目的は消費者保護にある。この資格

制度は消費者のための資格制度だと考えている。

１つ１つの建築は良くても街全体としては良くな

い場合がある。依頼者は発注者とパブリックとい

う視点が大切である。建築家は施主のために働く

ということと併せ、街並みをどのように構成する

かという意識が日本でははっきりとしていない。

ハウスメーカーやゼネコン、デベロッパーにも建

築士がいる。直接のクライアントもいるが会社も

ある。会社の利益を取るのか、発注者の利益を取

るのか。発注者と施工者と設計者との役割を文書

で明確化することが重要だ。クライアントはあま

りにも建築の勉強をしていない。食や衣について

は勉強があるのに、住に関しての勉強の機会がな

かった。どのような図面が必要か、市民教育も大切

だ。依頼者と建築家がそれぞれの役割を理解する

ことが欠陥住宅をなくすことにつながると考える。

４　宮本忠長氏（日本建築士会連合会会長）
の発言要旨

現在、建築士は、１級・２級・木造の各建築士

を合計すると、推計で９６万人と言われている。し

かし、登録更新制度がないため、現在、何名の建

築士がいるのかわからない現状にある。元気に働

いている人は６０万人ほどかと思われる。連合会で

業務の実態調査を行ったが、建築士会に入ってい

る会員は有資格者のうち約２割にすぎず、約８割

が野放しになっている実態がある。建築士会とし

てショックを受けた。建築士法は資格法であり職

能法ではない。業務独占に甘えて問題を起こして

いる。

そこで、現在、建築５団体、即ち、日本建築士

会連合会、日本建築家協会（ＪＩＡ）、日本建築士事

務所協会連合会、日本建築学会、日本建築業協会

で専攻建築士制度の導入を検討するための協議を

行っている。その目的は、消費者が住宅を建てた

いときにどの建築士を選定すべきかその情報がな

い。誰のための業務独占かという視点から消費者

保護を念頭に置いている。

欠陥住宅をなくすという視点からは、設計と工

事監理の重要性が決定的だが、３回や４回程度現

場に行くだけで家が建つと考えることは大間違い

である。設計図は記号であり監理者は欠かせない。

法律的に工事監理を何回すればいいかなどといっ

ているのは許されない。

５　加藤哲夫氏（千代田区役所建築指導課）
の発言要旨

鉄骨建築の不良施工問題に長年取り組んでき

た。その結果、中間検査制度の導入が不可欠と考

えた。阪神大震災後、中間検査制度が改正建築基

準法に盛り込まれたが、どんな建物にどの範囲で

実施するかは自治体の選択に委ねられたため、現

段階では木造３階以外の戸建住宅につき中間検査

を実施する自治体は少ない状況にある。この範囲

を拡大して中間検査を充実すべきと考える。一般

国民の木造戸建建築を放置していていいのかとい

う問題だ。しかし、一方で中間検査をするスタッ

フも不足しているし、国は時限立法だと言ってい

る。阪神大震災では、住宅金融公庫の融資を受け

ていた木造建築の被害がそうでないものに比べて

少なかったという事実がある。

また、規制緩和により民間に検査を開放したが、

民間の確認検査機構が本当に消費者の視点に立っ

てやっているか検証を要する問題だ。

６　会場討論

では、どうやれば欠陥住宅を防げるのか。会場

の参加者とパネリストから熱心で白熱した様々な

議論が出された。要約すると以下のようなもので

あった。

①　そもそも工事監理とは何か、とりわけ戸建住

宅の監理とは何か、その定義が建築士によって

認識がバラバラなのではないか。改めて戸建住

宅における工事監理の意味をしっかりと把握す

る必要がある。

②　代願と名義貸しが横行している実態にメスを

入れるべきだ。ここを正さないと高邁な監理概

念を議論しても無駄だ。

（6）
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③　現場に張りついて監理をするに等しい程度の

監理をすべきだという意見に対し、建築士の経済

的安定を保障する仕組が必要との意見もあった。

④　建築確認申請書の工事監理者欄が空白でも申

請を通す行政に問題があるとの意見もあった。

⑤　建築士に対する懲戒や罰則を強化することで

建築士の襟を正させるべきだ。併せて主務官庁

や建築士会らは違反した建築士の氏名公表をす

べきだ（トム亀井氏からはアメリカの自治体広

報誌に違反建築士の氏名が掲載されている記事

の紹介とその広報誌を提供頂いた）。

⑥　裁判所の慰謝料が低すぎる。違反者に対し高

額の慰謝料を認めさせることが大切だ。

⑦　裁判にかかわる建築士（鑑定人、調停委員）

が欠陥を容認するかのような意見を述べること

が違反者をのさばらすことになる。鑑定人や調

停委員の質の向上が緊急の課題だ。

⑧　設計・監理をした人が資格者なのか確認する方

法がないというのは問題だ。登録番号さえ分から

ない。台帳もないという。名簿整備の必要がある。

⑨　完了検査さえ満足に行われていない現状が問

題だ。東京都の場合、木造・非木造含め確認交

付５０９７０件、中間検査５２６６件、完了検査申請

19493件となっている。完了検査の数字が低い

ことは明らかだ。

⑩　建築士団体に加盟しない建築士が多い。強制

加入のようにならないのか。

⑪　我々、全国ネットや消費者側から、『消費者が

望む建築士』を公表してはどうか。登録建築家制

度、専攻建築士制度と矛盾しないのではないか。

⑫　アメリカでは消費者擁護のため、アーキテクト

やエンジニアは社会に役立っていることを証明

しなさいとされている。日本でも参考になろう。

７　おわりに

以上の議論を踏まえて、今後、全国ネットとし

てどのような取り組みをするのか、引き続き検討

していくことにして、取り敢えず本日の議論を終

了することにした。

（なお、本記事は当日の議論の要約であり、ま

た、要約内容の責任は全て原稿をまとめた吉岡

にありますことをお断りしておきます。）

（7）

兵庫県南部地震で施工上欠陥のある建築の多く

が壊れたことを受けて建築基準法が改正されて５

年近く経ちました。この改正の特長のひとつが、

これまで法令上工事竣工時に行う完了検査しか規

定されてこなかったものを建築の構造物の特定工

程の中間検査を法文に盛り込んだことです。さらに

政府の規制緩和方針に添って建築確認審査や特定

工程の中間検査、完了検査が民間開放されました。

この中間検査を実施するかどうかは特定行政庁

の判断です。鉄骨構造専門誌が全国の特定行政庁

を調査したところ全国の都道府県のうち１３県で中

間検査が実施していないことが報告されていま

す。さらに政令指定都市を除き多くの特定行政庁

で中間検査が実施されていない実態があります。

また実施されていても、国民の最も関心が高く

かつ望まれていた木造住宅（３階建てを除く）は、

堺市や横浜市など一部の行政庁を除いてほとんど

の行政庁で当初から除外されました。

法的に位置付けられた中間検査の重要性

私はこれまでの建築行政の経験から、欠陥建築

や不良施工を防ぐ大きなポイントのひとつに工事

途中の検査を適切に実施することであると確信し

ています。しかし、中間検査の法的規定は時限立

法で国交省は５年ぐらいで廃止することを考えて

います。私は中間検査を充実させることはあって

も廃止することには反対です。

住宅金融公庫融資を受けた物件は、中間検査が

義務づけられていて行政による中間検査を受けて

合格しないと住宅融資が受けられない仕組みで

［２］パネリストの寄稿
建築行政に携わる者から中間検査に対する私見

千代田区役所まちづくり推進部建築指導課　加　藤　哲　夫（東京）
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す。構造仕様も住宅金融公庫独自の厳しい基準が

ありそれをクリアーすることが条件です。この制

度の効果で兵庫県南部地震では木造住宅の被災率

は、住宅金融公庫の融資を受けたものとそうでな

いもので大きく差が現れた実態があります。この

ような事実からも第三者による中間検査を実施す

ることの意義とその効力は計り知れないものがあ

ります。

そこで、官民間を問わず金融や保険機関と行政

が協力して中間検査を実施する第三者検査機関の

検討など新たな仕組みをつくる必要があると考え

ます。

見直される中間検査

現在、特定行政庁に於いて中間検査の見直しが

検討されています。平成１６年度から実施が予定

されていますが、その検討されている中身は現行

どうり木造３階建てと３階以上かつ５００m3を超え

るものを対象としているもの、木造を対象からは

ずすもの、これとは反対に木造建物のみを対象に

するものやこれを機会に中間検査そのものを廃止

ししようとしている特定行政庁等様々です。

私の所属する千代田区建築指導課では現在法的

に定められた対象建築物の特定工程の中間検査以

外に建築基準法１２条３項の報告制度を活用して可

能な限り中間検査を実施しています。

これは、１９７５年の中小鉄骨の不良施工の実態を

あらわにした「千代田レポート」や９０年代はじめ

読売新聞紙上で報道された不良施工や検査会社の

不正など様々実態を知ることで建物の構造品質を

確保するには第三者による中間検査が大変重要で

あることを肌身で感じているからです。

中間検査を強化し積極的に対応しようと考える

行政庁もありますが、しかし、確認事務や特定工

程の中間検査が民間開放され、特定行政庁で確認

される件数が大幅に減少される中で建築確認事務

に携わる職員が大幅に減員され、実態としてその

対応が非常に難しくなってきている事実が一方で

あります。

指定検査機関の問題

今年指定検査機関の一部が国交省の立ち入り検

査を受け営業停止されるという不祥事が発覚しま

した。これは資格の無いものが中間検査に携わっ

ていることが発覚して処分されたものですが、こ

れまでも一部の検査機関にゼネコンから派遣され

た社員によって確認図書の審査を受けたり中間検

査を受けたことがあったようです。確認申請図書

の審査や特定工程の中間検査は設計者でもなく施

工者でもないいわゆる第三者によってなされては

じめて効力が発するものであると考えます。した

がって、指定検査機関の中立性が十分に担保され

ることも大変重要なこと考えます。その為の仕組

を早急に確立させる必要があります。

現在、東海地震や東南海地震など巨大地震がい

つ発生してもおかしくない時期に入っていると言

われています。６０００人を超える人命を失った９年

前の兵庫県南部地震の大災害の記憶はすでに薄

れ、相も変わらず欠陥建築や不良施工問題がおき

ています。

最近も、建築の業界とは直接関係はありません

が日本を代表する大企業で大事故がつぎからつぎ

と起きています。この現象の底流で起きているこ

とは共通性があり、それはコスト優先であり品質

管理の軽視であります。長引く経済不況はこのこ

とをさらに深刻なものにしています。今こそ原点

に立ち返り、「安全はすべてに優先する」ことを

肝に命じる必要があります。

建築基本法の制定を

いま一部の建築設計者、技術者、研究者、学者

やジャーナリストが発起人となり「建築基本法」

を制定しようとする動きがあります。建築基本法

制定準備会の設立趣旨によると『建築規制関連法

規が建築の質を無視した政治と経済の力関係によ

り立法化され、その意図が国民から見えにくくな

っている現状を１日も早く改めるための行動をお

こすべきである。新しい建築へ向けて、われわれ

の住環境をより価値あり豊かなものにするため、

真の公共の福祉考えて、それにふさわしい「建築

基本法」の原案を検討し、その立法化の行動を通

して、建築基準法、建築士法、都市計画法等の抜

本的改定の際の理念形成のための出発点とする。』

と唱えています。

２１世紀を真に人間性が尊重された豊かな社会に

するために私たちは今こそ行動するときです。

（8）
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１．欠陥住宅は、阪神淡路大震災を契機に社会問

題となっていますが、元をたどれば、欠陥住宅

を生み出した大きな要因は戦後の持家政策にあ

ります。特に、高度経済成長期に住宅は商品と

しての高価格性、高付加価値性、関連産業の裾

野の広さ等が注目され、住宅産業が登場し、や

がて宅地・都市開発などを担うディベロッパー

業の整備、住宅金融に関わる銀行資本の参入な

どがなされ、これらが一体となって、巨大な住

宅市場が形成され、住宅の商品化、すなわち持

家社会が形成されました。

住宅の商品化は欠陥住宅を生み出す要因を内

在しています。

２．多くの建築士は、高度経済成長期以後、巨大

な住宅市場に組み込まれ、住宅の供給に大きな

役割を果たしてきました。

しかし、残念ながら今日の欠陥住宅を生み出

す要因の一つに建築士の関与があります。虚偽

の確認申請書を作成する建築士、工事監理を放

棄する“名義貸し”建築士、現場管理が甘い施

工業者の建築士。また、近隣の日照、プライバ

シーを侵害して居住環境を悪化させるマンショ

ンの計画・設計に関与する建築士も然りです。

３．今日、建築士の関与による欠陥住宅に対して各

地で訴訟が起き、厳しい判決が出されています。

最高裁は２００２年９月２４日、「建築請負の仕事

の目的物である建物に重大な瑕疵があるために

建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請

負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当

額を請求することができる」という判断を示し

ました。

また、最高裁は２００３年１１月１４日、“名義貸し”

の建築士に対し、「損害賠償を請求できる」と

する判断を示しました。

さらに国立市では、景観を破壊するマンショ

ン建設に対し、居住環境の環境権を認めて、一

部取り壊しの判決も出されました。

４．建築士はこれらの判決を直視するとともに、

前向きにとらえることが大事です。

注文者は請負人に対し、重大な瑕疵がある建

物の建て替えに要する費用相当額を請求するこ

とができるという判決は、建築士の技術的工場

と職能倫理を求めています。また、“名義貸し”

の判決は、建築士法を社会的に実行あるものに

すべきことを求めています。さらに、マンショ

ンの一部取り壊しの判決は、これからの建築が

環境づくりを無視して存在し得なくなることを

示しており、建築士は地域貢献のスタンスを視

野に入れることを求めています。

これらの判決は、建築士が本来求めている住

まいづくりの社会的規範を示すものであり、建築

士の社会環境が整備される展望を示しています。

５．当会の設立後、欠陥住宅被害の相談、調査・

鑑定、証人尋問等に積極的に参画する建築士が

増え、建築士の専門技術が訴訟に活かされ、優

れた判決を勝ち取る成果を上げてきました。

しかし、一方で欠陥住宅訴訟で加害者側に立

つ建築士も増えています。そのため、法廷で建

築士同士が高度な専門技術で争うことも多く、

裁判が長期化したり欠陥住宅の被害者が敗訴す

るケースもみられます。

６．欠陥住宅の撲滅と社会の発展のため、今こそ

建築士は専門技術を活かすべきではないでしょ

うか。すべての各建築士及び建築関係諸団体が、

以下の立場で建築の専門技術を活用されるよ

う、要望するとともに、私たちもいっそうの努

力をすることを宣言します。

１）国民のための安全・快適な住宅建設を目指

すこと。

２）欠陥住宅問題を消費者運動の発展とつなが

りの中で正しく捉えること。

３）消費者、弁護士、建築士等の交流を図り、

相互理解を深めて欠陥住宅の諸問題の解決に

努めること。

２００３年１１月２９日

欠陥住宅被害全国連絡協議会

第１６回長野大会　参加者一同

欠陥住宅被害全国連絡協議会　第１６回長野大会アピール

「欠陥住宅の撲滅と社会の発展のために、今こそ建築士は専門技術を活かそう」
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１　事案の概要（第１審判決より）

Ｘは、Ｙからワンルームマンションの新築工事を

請け負い、これを完成、引き渡しを了したとして、

Ｙに対し、当初の請負代金（８５００万円）の残金1597

万6000円と延床面積増加に伴う工事代金増加分

（６４０万１８２９円）及びその他の追加、変更分の工事代

金（４８５万９４００円）に消費税２８２万７１１６円を加えた合

計金３００６万４３４５円の工事代金の支払いを求めた。

Ｙは、

? 延面積増加の工事は当初の契約内容とされて

いた、

? Ｘ主張の「その他の追加変更分の工事」は、

当初の契約内容に含まれるものであるか、Ｘの

施工上の瑕疵に基づくやり直し、手直し又は残

工事であって、原告が負担すべきものではない、

? Ｙは瑕疵修補に代えた損害賠償請求権を有す

るので相殺する

旨主張して争った。

２　第１審判決

（神戸地方裁判所・平成１３年９月１１日判決）

結論

ローテーションキーの代金１万７５１０円以外は請

求棄却（Ｙの勝訴）

理由

? 本件契約代金８５００万円の算出根拠となった図

面はＸ主張の契約図面（Ｘが建築確認を受けや

すいように一方的に見積書添付図面を修正して

作成したもの）ではなく、見積書添付の図面で

あること、Ｘのいう延べ床面積増加は、見積書

添付の図面を基準にすれば、延べ床面積は何ら

増加していないし（一旦減らしたものを、また増

やしただけである）、床面積増加に伴う工事代

金の増加もあり得ないこと、ＸＹの合意により、

施工図面が確定された後の平成７年１１月３０日

に、本件工事請負契約が締結されたことに照ら

せば、床面積の増加変更に伴う工事代金の増額

をいうＸの主張は理由がない。　

? 散水栓、外流し台の追加・変更工事費用６万円、

別注のローテーションキーの代金１万7000円に

ついては認容すべきであるが、Ｘのその余の追加、

変更分の工事代金請求はいずれも理由がない。

? Ｙは、Ｘに対し総工事代金に対する消費税239

万1080円に、当初の本件請負工事残代金１５９７万

6000円と散水栓・外流し台の追加、変更工事費

用６万円を加算した合計金１８５２万７０８０円の請負

工事残代金を支払う義務がある。

これに対してＹは下記瑕疵修補に代わる損害賠

償請求権を有している。

①　主柱コラムの寸法についての瑕疵 ３３０万円

②　基礎地中梁及びベースパックの損壊 ４２５万円

③　３階南・北棟の東部分の軒出し不足 ４５万円

④　各階廊下床面と各戸玄関ドア下との間隔

が極端に少なく、ドア下がコンクリートに

つかえて擦る状態になっている １４０万円

⑤　２・３階ベランダ、廊下の防水工事の瑕疵

１００万円

（Ｘは本件請負工事代金から１９４万９０００円を

差し引き請求減縮）

⑥　各階廊下通路等の床面及び２・３階ベランダ

床面に発生した亀裂 ３６０万円・２２１万４２４０円

（Ｘは本件請負工事代金から１９４万９０００円を

差し引き請求減額）

（10）

平成１５年１０月１０日判決

2つの最高裁判決（　　　　 ）報告

弁護士　田　中　　厚（大阪）

平成１５年１０月１０日
平成１５年１１月１４日

〜請負契約における約定に反する太さの鉄骨が使用された建物

建築工事に瑕疵があるとされた事例〜
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⑦　内装工事の不備 ６５万円・２５万５０００円

⑧　２・３階の廊下手摺り及びベランダ手摺

りの各笠木の取り替えないし手直し工事

７２万２０００円、６７万８３２０円

⑨　ガレージ床面の排水勾配不良 ９万円

⑩　エントランス部分のタイル貼り替え

１５６万８２００円

⑪　手摺りの上に存する垂れ壁の水切り工事の欠

損 ５７万６０００円

以上によれば、ＹはＸに対して少なくとも合計

2076万3760円の反対債権を有している。Ｘが自認

して代金請求を減額ないし撤回した１９４万９０００円

を差し引いてもなお、ＹはＸに対して１８８１万4760

円の反対債権を有することになる。

ＹはＸに対して平成１１年７月５日に相殺の意思

表示をした。

そうすると、Ｙの反対債権は少なくとも２７万

7680円残存するが、Ｘの本訴請求債権（ローテー

ションキーの代金請求を除く）は、上記相殺によ

り全部消滅した。

Ｘは判決を不服として大阪高等裁判所に控訴

３　第２審判決

（大阪高等裁判所・平成１４年１０月１５日判決）

結論

ＹはＸに対して６８０万５６６０円及びこれに対する

平成８年７月２４日から支払い済みまで年６分の割

合による金員を支払え

ＹはＸからローテーションキーの引き渡しを受

けるのと引き換えに、Ｘに対し１万７５１０円を支払え

理由

? Ｙの支払うべき請負工事代金

当初の請負工事代金 ８５００万円

追加変更工事代金 ４７万１０００円

Ｘが請求を撤回した代金　

工事未了分 ７万５０００円

廊下・ベランダの補修・防水工事分 １９４万９０００円

消費税 ２５０万２９００円

ＹはＸに対し８３４４万７０００円に消費税２５０万

2900円を加えた８５９４万９９００円を支払うべきとこ

ろ、既に６７００万円を支払っていることは当事者間

に争いがないから、残額は１８９４万９９００円となる。

? 瑕疵修補に代わる損害に関する判断を以下の

とおり変更

主柱コラムの寸法についての瑕疵

「……本件契約を締結する際、Ｙは重量負荷

を考慮して、特に南棟の主柱を３００ミリ×300

ミリにすることを求め、Ｘの承諾を得たこと、

しかし、Ｘは、一度は承諾しながら、構造計

算上安全であったため、南棟の主柱も当初の

計画どおり２５０ミリ×２５０ミリで施工したこと

が認められる。」

「……南棟の主柱が２５０ミリ×２５０ミリであっ

ても、構造計算上、居住建物としての安全性

に問題のないことが認められ、……この契約

違反が瑕疵であると認めることはできない。」

基礎地中梁及びベースパックの損壊

「……損害は、……３００万円が相当である。」

各階廊下通路等の床面及び２・３階ベランダ床

面に発生した亀裂

「……損害は１００万円が相当である。」

手摺りの上に存する垂れ壁の水切り工事の欠損

５６万８７２０万円

瑕疵の修補に代わる損害賠償請求権は

合計１１１２万７２４０円

? 慰謝料

「Ｙは、控訴人の工事の遅延、瑕疵ある工事

等、特に本件建物の安全性に大きく影響する基

礎地中梁等の損壊により、多大の精神的苦痛を

受けたものと解され、その慰謝料は１００万円が

相当である。」

? ＹがＸに支払うべき金額

ＸのＹに対する債権

請負代金等の残額 １８９３万２９００円

ＹのＸに対する債権

瑕疵に代わる損害賠償請求 １１１２万 ７２０円

慰謝料 １００万円

ＸはＹに対して差し引き６８０万５６６０円及びこ

れに対する平成８年７月２４日から支払い済みま

で年６分の割合による遅延損害金の請求を求め

ることができる。

Ｙが上告（上告受理申立）

（11）
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４　最高裁判決

（最高裁第２小法廷・平成１５年１０月１０日判決）

結論

原判決破棄、大阪高裁に差し戻し

理由

? 南棟の主柱に係る工事の瑕疵に関する点につ

いて

「上告人は，平成７年１１月，建築等を業とす

る被上告人に対し，神戸市灘区内において，学

生，特に神戸大学の学生向けのマンションを新

築する工事（以下「本件工事」という。）を請け

負わせた（以下，この請負契約を「本件請負契

約」といい，建築された建物を「本件建物」と

いう。）。

上告人は，建築予定の本件建物が多数の者が

居住する建物であり，特に，本件請負契約締結

の時期が，同年１月１７日に発生した阪神・淡路

大震災により，神戸大学の学生がその下宿で倒

壊した建物の下敷きになるなどして多数死亡し

た直後であっただけに，本件建物の安全性の確

保に神経質となっており，本件請負契約を締結

するに際し，被上告人に対し，重量負荷を考慮

して，特に南棟の主柱については，耐震性を高

めるため，当初の設計内容を変更し，その断面

の寸法３００×３００の，より太い鉄骨を使用するこ

とを求め，被上告人は，これを承諾した。

ところが，被上告人は，上記の約定に反し，

上告人の了解を得ないで，構造計算上安全であ

ることを理由に，同２５０×２５０の鉄骨を南棟の主

柱に使用し，施工をした。

本件工事は，平成８年３月上旬，外構工事等

を残して完成し，本件建物は，同月２６日，上告

人に引き渡された。

原審は，上記事実関係の下において，被上告

人には，南棟の主柱に約定のものと異なり，断

面の寸法２５０×２５０の鉄骨を使用したという契約

の違反があるが，使用された鉄骨であっても，

構造計算上，居住用建物としての本件建物の安

全性に問題はないから，南棟の主柱に係る本件

工事に瑕疵があるということはできないとした。

しかしながら，原審の上記判断は是認するこ

とができない。その理由は，次のとおりである。

前記事実関係によれば，本件請負契約におい

ては，上告人及び被上告人間で，本件建物の耐

震性を高め，耐震性の面でより安全性の高い建

物にするため，南棟の主柱につき断面の寸法

300×300の鉄骨を使用することが，特に約定さ

れ，これが契約の重要な内容になっていたもの

というべきである。そうすると，この約定に違

反して，同２５０×２５０の鉄骨を使用して施工され

た南棟の主柱の工事には，瑕疵があるものとい

うべきである。これと異なる原審の判断には，

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反

がある。」

? 遅延損害金の起算日について

「記録によれば，上告人は，被上告人に対し，

平成１１年７月５日の第１審第３回弁論準備手続

期日において，本件建物の瑕疵の修補に代わる

損害賠償債権２４０４万２９４０円を有すると主張して

（なお，上告人は，原審において，その主張額

を増額している。），この債権及び慰謝料債権を

自働債権とし，被上告人請求の請負残代金債権

を受働債権として，対当額で相殺する旨の意思

表示をした。

原審は，上記相殺の結果として，上告人に対

し，上告人の請負残代金債務１８９３万２９００円（た

だし，ローテーションキー２個との引換給付が

命じられた１万７５１０円を除いた金額である。）

から瑕疵の修補に代わる損害の賠償額１１１２万

7240円及び慰謝料額１００万円の合計１２１２万7240

円を控除した残額６８０万５６６０円及びこれに対す

る被上告人が上告人に送付した催告状による支

払期限の翌日である平成８年７月２４日から支払

済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延

損害金の支払を命じた。

しかしながら，原審の遅延損害金の起算点に

係る上記判断は是認することができない。その

理由は，次のとおりである。

請負人の報酬債権に対し，注文者がこれと同

時履行の関係にある目的物の瑕疵の修補に代わ

る損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表

（12）
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示をした場合，注文者は，請負人に対する相殺

後の報酬残債務について，相殺の意思表示をし

た日の翌日から履行遅滞による責任を負うもの

と解すべきである（最高裁平成５年（オ）第2187

号，同９年（オ）第７４９号同年７月１５日第三小法

廷判決・民集５１巻６号２５８１頁）。

そうすると，本件において，上告人は上記相

殺の意思表示をした日の翌日である平成１１年７

月６日から請負残代金について履行遅滞による

責任を負うものというべきである。これと異な

る原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが

明らかな法令の違反がある。」

? 「以上によれば，論旨は，上記の各趣旨をい

うものとして理由があり，原判決は破棄を免れ

ない。そして，瑕疵の修補に代わる損害賠償債

権額について更に審理を尽くさせるため，本件

を原審に差し戻すこととする。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のと

おり判決する。

（裁判長裁判官　北川弘治、裁判官　福田　博、

裁判官　亀山継夫、裁判官　梶谷　玄、裁判

官　滝井繁男）」

（13）

１  事案の概要

（控訴審判決の判例タイムスの解説より）

Ａは一級建築士であり、設計事務所であるＹ会

社の代表取締役であるが、建築請負業者であるＢ

の依頼で、建売業者である本件建物の建築につい

て、建築確認申請の代理と確認申請図面の作成を

引き受けた。しかし、工事監理までは引き受けな

かった。ところで、建築基準法上は、確認申請の

時に工事監理者を定めておく必要はないが、当市

ではこれを定めるよう指導されていて、そうしな

いと事実上建築確認を得ることができない。そこ

で、Ｙでこの仕事を担当したＡは、確認申請書の

工事監理者名欄に、一級建築士の肩書きを付した

Ａの氏名を記載し、かつ、Ａが工事監理をするこ

とを承認する旨記載して署名押印した「建築基準

法５条の２の規定による工事監理者の選定（変更）

について（届）」と題する書面を添付して、これら

を建築主事に提出し、Ｂのため建築確認を得た。

その後Ｂは、Ａの工事監理がないまま本件建物を

建築して、建売住宅としてＸ（原告・控訴人）に販

売したが、右建物には著しい欠陥があったため、

Ｘは、売買契約を解除して、Ｂに対して支払い済

み代金と損害賠償を請求し、先に訴訟上これが認

容されたが、Ｂには資力がない。

Ｘは、Ａは建築士法１８条１行の義務に違反した

等と主張して、Ｙに対して、損害の賠償を求めた。

２　一審判決

（大阪地裁・平成１１年６月３０日判決）

Ｘの請求棄却。

Ｘは大阪高等裁判所に控訴。

３　二審判決

（大阪高裁・平成１２年８月３０日判決）

判例タイムズ１０４７号２２１頁

結論

Ｙは、Ｘらに対し、いずれも２４５万円を支払え。

理由

（判例タイムズの解説）

Ａは、自らが工事監理者となることを表明して

建築確認を得させたのであるから、Ｂが工事監理

者なしに工事をし危険な建物を建築することのな

いよう配慮すべきであり、その配慮を欠く場合に

は、建築士法１８条１項の誠実に業務を行う義務に

違反したというべきである。Ａはこのような配慮

平成１５年１１月１４日判決

〜建築確認申請書に自己が工事監理を行う旨の実態に沿わない

記載をした一級建築士が建築主に工事監理者の変更の届出を

させる等の適切な措置を執らずに放置した行為が当該建築主

から瑕疵ある建物を購入した者に対する不法行為になるとさ

れた事例〜
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をすることなく、工事監理関係について放置した

のであるから、右義務に違反したものというべき

であり、Ａを代表取締役とするＹは、Ａが右義務

を怠った結果Ｘが被った損害について、右義務違

反と相当因果関係にある限度でこれを賠償する義

務がある。

（判決引用）

「そこで、右損害の範囲について検討すると、

控訴人らの損害は栄光企画の著しい手抜き工事に

より発生したものであるが、前記認定ほどの違法

工事が行われることはあまり例のない事態であ

り、必ずしも容易に予見できたとまでは言い難い

ことと、工事監理者の変更は栄光企画限りででで

きるところであり、山崎が栄光企画において正当

に変更の手続をして工事をしているのであろうと

考えたとしてもある程度やむを得ない面がないと

はいえないこと、及び山崎の義務違反の性質に照

らすと、山崎の前記注意義務違反は、控訴人らが

被った損害を２４５５万５４６０円として、その１割は、

それぞれ、２４５万円になる。」

Ｙが上告

４　最高裁判決

（平成１５年１１月１４日第２小法廷判決）

結論

本件上告を棄却する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上告費用は上告人の負担とする。

理由（全文引用・下線部報告者）
１ 原審の適法に確定した事実関係の概要は，次のとお

りである。

? 上告人は建築，土木工事の設計及び監理を目的と
する有限会社であり，その代表者であるＡは一級建
築士である。

? Ｂ株式会社は，大阪市東成区内において建売住宅
を建築し，販売することを計画し，平成６年５月３
０日，上告人に対し，建築予定の本件建物につき，
建築確認申請に用いるための設計図書の作成を依頼
するとともに，建築確認申請手続の代行を委託した。
本件建物の建築工事は，建築基準法（平成１０年法律
第100号による改正前のもの。以下「法」という。）
上，その規模，構造から，一級建築士又は二級建築
士の設計及び工事監理によらなければ，することが
できないものであった（法５条の２）。

? Ａは，上記設計図書を作成し，平成６年６月２日，
これらを添付図書として，Ｂ株式会社のために本件

建物の建築確認申請（以下「本件建築確認申請」と
いう。）を行った。その際，Ａは，建築確認申請書の
工事監理者欄に一級建築士の肩書を付した自己の氏
名を記載するとともに，Ａを工事監理者とする旨の
選定届（Ａが工事監理をすることを承諾する旨の記
載及びＡの記名押印のあるもの）を作成し，これを
上記建築確認申請書に添付した。
大阪市は，建築基準法施行規則上，建築主が工事着
手前にすべきものとされている工事監理者の届出に
ついて，建築士による工事監理を義務付ける法的規
制を実効性のあるものとするため，建築確認申請の
段階において，建築主に対し，申請に係る建築工事
の工事監理者を定め，これを建築確認申請書に記載
すべきことを指導していた。Ａがした上記の記載等
は，Ｂ株式会社が，本件建築確認申請において，大
阪市の上記の指導に対処するため，Ａに対し，工事
監理者は未定であるが，建築確認申請書にはＡを工
事監理者として記載しておいてほしい旨要請し，Ａ
がこれに応じて作成したものであった。当時，両者
の間には，工事監理契約が締結されておらず，将来，
締結されるか否かも未定であった。

? 建築主事は，同月２４日，本件建築確認申請につき，
添付された上記設計図書及び工事監理者選定届等に
基づき，建築物の計画が建築基準関係規定に適合す
るものであることの確認をした。上告人は，上記設
計図書の作成及び建築確認申請手続の代行の報酬と
して，Ｂ株式会社から１１６万８０００円の支払を受けた。

? その後，上告人又はＡとＢ株式会社との間で，本
件建物の建築工事につき工事監理契約が締結される
ことはなく，Ａが，本件建物の建築工事につき工事
監理に当たることもなかった。Ａは，本件建物の建
築工事の開始時までに工事監理の依頼がない場合に
は，Ｂ株式会社がその従業員の中の有資格者を工事
監理者とするなどして工事を実施するものと考えて
おり，また，建築確認申請の際の届出と異なる者に
工事監理をさせる場合には，工事着手前に建築主が
変更の届出をすれば足りる取扱いであったことか
ら，建築の確認がされて以降，本件建物の建築工事
に関し，Ｂ株式会社に上記の変更の届出をさせる等
の措置を何ら執ることなく，放置した。

? Ｂ株式会社は，建築主兼施工者として本件建物の
建築工事を行ったが，その際，建築確認を受けるた
めに用いた上記設計図書を使用せず，これとは異な
る施工図面に基づき，しかも，実質上，工事監理者
がいない状態で建築工事を実施した。そのため，上
記設計図書によれば，１階部分の柱として断面の寸
法200㎜×200㎜の角型鉄骨を，２階及び３階部分の
柱として同１５０㎜×１５０㎜の角形鉄骨を，それぞれ使
用すべきものとされているのに，実際には，いずれ
についても同１４８㎜×１００㎜のＨ型鋼を使用したり，
基礎工事についても，べた基礎とし地中はりを施工す
べきものとされているのに，地中はりを施工せず，独
立基礎としたりするなど，重要な構造部分において建
築確認を受けた建築物の計画と異なる工事が実施さ
れ，その結果，本件建物は，法が要求する構造耐力を

（14）
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有しないなど，重大な瑕疵のある建築物となった。

? 被上告人らは，同年９月１日，Ｂ株式会社から本
件建物をその敷地と共に購入し，代金4420万円を支
払った。ところが，本件建物は，新築であるにもか
かわらず，車両通行時の振動が大きいこと，外壁に
多数の亀裂が生じたことなどから，被上告人らは，
その安全性に疑問を抱くようになった。被上告人ら
は，平成８年２月１日，Ｂ株式会社に対し，本件建
物に瑕疵があるとして，本件建物及びその敷地の売
買契約を解除する旨の意思表示をした。

２　本件は，被上告人らが，上告人に対し，Ａは建築士法
（平成９年法律第９５号による改正前のもの。以下同じ。）

18条１項に基づき，建築士としてその業務を誠実に遂行
すべき義務を負っているのにこれを怠ったことにより，
被上告人らが損害を被ったと主張して，不法行為に基
づく損害賠償を求める事案である。上告人は，Ｂ株式
会社との間では本件建物の建築工事についての工事監
理契約を締結していないのであり，本件建物に係る建
築確認申請書にＡを工事監理者とする旨の記載をした
からといって，これにより上告人が被上告人らに対し
て賠償責任を負うものとはいえないなどと主張した。

３　建築士法３条から３条の３までの規定は，各規定に
定められている建築物の新築等をする場合において
は，当該各規定に定められている一級建築士，二級建
築士又は木造建築士でなければ，その設計又は工事監
理をしてはならない旨を定めており，上記各規定に違
反して建築物の設計又は工事監理をした者には，罰則
が科せられる（同法３５条３号）。法５条の２の規定は，
上記規制を前提として，建築士法の上記各規定に定め
られている建築物の工事は，当該各規定に定められて
いる建築士の設計によらなければ，することができな
いこと，その工事をする場合には，建築主は，各規定
に定められている建築士である工事監理者を定めなけ
ればならず，これに違反した工事はすることができな
いことを定めており，これらの禁止規定に違反した場
合における当該建築物の工事施工者には，罰則が科せ
られるものとされている（法９９条１項１号）。そして，
建築士法１８条の規定は，建築士は，その業務を誠実に
行い，建築物の質の向上に努めなければならないこと

（同条１項），建築士には，法令又は条例の定める建築
物の基準に適合した設計をし，設計図書のとおりに工
事が実施されるように工事監理を行うべき旨の法的責
務があることを定めている（同条２項，３項）。

建築士法及び法の上記各規定の趣旨は，建築物の新築
等をする場合におけるその設計及び工事監理に係る業
務を，その規模，構造等に応じて，これを適切に行い得
る専門的技術を有し，かつ，法令等の定める建築物の基
準に適合した設計をし，その設計図書のとおりに工事が
実施されるように工事監理を行うべき旨の法的責務が
課せられている一級建築士，二級建築士又は木造建築士
に独占的に行わせることにより，建築される建築物を建
築基準関係規定に適合させ，その基準を守らせることと
したものであって，建築物を建築し，又は購入しようと
する者に対し，建築基準関係規定に適合し，安全性等が
確保された建築物を提供することを主要な目的の一つ

とするものである。このように，建築物を建築し，
又は購入しようとする者に対して建築基準関係
規定に適合し，安全性等が確保された建築物を
提供すること等のために，建築士には建築物の
設計及び工事監理等の専門家としての特別の地
位が与えられていることにかんがみると，建築
士は，その業務を行うに当たり，新築等の建築
物を購入しようとする者に対する関係におい
て，建築士法及び法の上記各規定による規制の
潜脱を容易にする行為等，その規制の実効性を
失わせるような行為をしてはならない法的義務
があるものというべきであり，建築士が故意又
は過失によりこれに違反する行為をした場合に
は，その行為により損害を被った建築物の購入
者に対し，不法行為に基づく賠償責任を負うも
のと解するのが相当である。

このような見地に立って，本件をみると，前記の
事実関係によれば，上告人の代表者であり，一級建築
士であるＡは，前記１? 記載のとおり，建築確認申請
書にＡが本件建物の建築工事について工事監理を行う
旨の実体に沿わない記載をしたのであるから，Ａには，
自己が工事監理を行わないことが明確になった段階
で，建築基準関係規定に違反した建築工事が行われな
いようにするため，本件建物の建築工事が着手される
までに，Ｂ株式会社に工事監理者の変更の届出をさせ
る等の適切な措置を執るべき法的義務があるものとい
うべきである。ところが，Ａは，前記１? 及び? 記載
のとおり，何らの適切な措置も執らずに放置し，これ
により，Ｂ株式会社が上記各規定による規制を潜脱す
ることを容易にし，規制の実効性を失わせたものであ
るから，Ａの上記各行為は，上記法的義務に過失によ
り違反した違法行為と解するのが相当である。そして，
Ｂ株式会社から重大な瑕疵のある本件建物を購入した
被上告人らは，Ａの上記違法行為により損害を被った
ことが明らかである。したがって，上告人は，被上告
人らに対し，上記損害につき，不法行為に基づく賠償
責任を負うというべきである。

４　そうすると，上告人の損害賠償責任を認め，被上告
人らの請求の一部を認容した原審の判断は，以上の趣
旨をいうものとして，是認することができる。論旨は
採用することができない。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判
決する。
（裁判長裁判官　亀山継夫、裁判官　福田　博、　裁

判官　北川弘治、裁判官　梶谷　玄）

５　参考判例

なお、名義貸建築士に、欠陥住宅の取壊し建替え

に必要な工事費用全額の賠償責任を認めた判例と

して、大阪高等裁判所平成１３年１１月７日判決（判

タ1104・216）（「消費者のための欠陥住宅判例２」

にも所収）（上告されなかったため確定）がある。

（15）
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１　はじめに

一昨年の秋に最高裁は、請負人の瑕疵担保責任

に基く建替費用相当額の損害賠償請求を最高裁と

して初めて肯定する画期的判決を下した（最判

2002（Ｈ14）・9・24判時1801・77）。今後は、その原

審（東京高判02・1・23）がとったような＜建替費

用相当額認容＋居住利益控除＋慰謝料否定＞とい

うワンセット論の妥当性の批判が課題となろう。

２　居住利益控除論

?? 控除判決

前掲の東京高判と合わせて3件の肯定判決があ

る（東京高判1994（平6）・5・25判タ874・204（欠陥マ

ンション売買）、京都地判2000（平12）・11・22欠陥

住宅判例（以下「欠陥」と略）2・314請負）。いずれ

も、欠陥住宅であっても居住していたのであるか

ら利益があるとする。

? 控除否定判決

これに対して控除を否定した判決として、神戸

地判1986（昭和61）・9・3判時1238・118（売買）、大

阪地判1998（平10）・12・18「欠陥」1・84頁（売買）、

大阪地判1999（平11）・6・30「欠陥」1・62頁（瑕疵担

保責任による売買契約解除）がある。理由は、「不

当利得返還請求権発生の要件についてなんら主

張・立証をしない。」（大阪地判）などである。

? 学説

控除説の代表は、後藤勇元大阪高裁判事で、居

住利益を控除しないと、瑕疵ある建物を全く無償

で住居等に使用し、建替えにより新しい建物を取

得した原告が利益を得すぎであるとする。これに

対して否定説を全面展開してきたのは、欠陥住宅

訴訟のパイオニアであり本ネットの会員である澤

田和也弁護士である。控除説は「まさに手抜き業

者に好都合な論理」としてこれを厳しく批判し、

所有者が自らの所有権に基づいて使用しているの

だから、不当な利得ではない、欠陥住宅に好きこ

のんで居住しているわけではなく、やむなく被害

者はそこに居住している等と主張する。

?? 私見

私見も控除否定説である。第一に、欠陥住宅へ

の居住は「利益」ではなく、むしろ「不利益」を

継続的に被ったと評価すべき問題である。第二に

被害者は自分の不動産に居住している。以上から、

そこに、法律上の原因のない「不当利得」はない。

なお控除説は売買契約の場合に目的物の使用利益

の返還を肯定した最判1976（昭51）・2・13民集30・

1・1を判例として引用するが、この事案は、中古

自動車の他人の物の売買における担保責任の問題

（民561）であり、目的物は通常の性質を有するの

で、欠陥住宅の場合と同一に論ずることはできな

い。従ってこの最高裁判決の「判例」としての射

程距離は欠陥住宅問題には及ばないと解すべきで

ある。

３　建物減価控除論

大阪地判1998（平10）・12・18「欠陥」1・84（売買）

は、「原告が本訴提起時において耐用年数の伸張

した建物を取得することは瑕疵のない建物価額の

回復以上の利益を取得することになり、本来ある

べき減価分は控除されるべき」として、９年500

万円分の減価を控除した。判決例として知りえた

肯定例はこれ1件のみであるが、近時、青山邦

夫・夏目明徳「工事の瑕疵」『住宅紛争処理の実

務』（判例タイムズ社、2003）が、「建替えに要す

る費用から、上記のような経済価値の上昇や耐用

年数の延長による利益を損益相殺するのが適切で

あろう」（145頁）としている点に注意を要する。

学説は肯定説（後藤）、否定説（澤田）があるが、私

見は否定説である。欠陥のない住宅を引き渡すべ
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き義務を負う注文者、売主が、修繕や建替えに応

ずることなく長年にわたって争えば争うほど賠償

額が低くて済むことになるのは不公平である。本

来、居住すべきいわれもない欠陥住宅に長年にわ

たり住み続けざるを得ないという継続的な不法行

為、債務不履行が存在するのであって、事故で中

古車が毀損したり、火事で建物が焼失したという

ような一回的な不法行為、債務不履行とはわけが

違うのである。

４　慰謝料論

?? 判例動向

これまでに欠陥住宅訴訟で慰謝料が認容された

事例は知り得た限りで49件あり、慰謝料請求事例

のうち認容率は73％である。分析の結果、①慰謝

料認容裁判例は年代ごとに増加してきているとま

では言えず、慰謝料棄却裁判例も相変わらず存在

する。②但し慰謝料を認容する裁判例においては、

慰謝料額が高額化する傾向を見て取ることができ

る。③財産的損害を多く認定した裁判例が慰謝料

を認めず、財産的損害を少なくしか認定しなかっ

た裁判例が慰謝料を認容率が高いという傾向はな

い。むしろ逆に、財産的損害を多く認定している

裁判例の方が、慰謝料認容率が高い。このことは、

欠陥住宅訴訟における被害の本質に対する捉え方

が、財産的損害の算定や慰謝料認容にも反映され

ているのではないかと推測される。

? 慰謝料算定要素

判例を分析すると、? 被害の特質・程度（? 不

快・不安な生活の継続、? 瑕疵の程度、? 安全性、

? 瑕疵の残存可能性、? 安心して快適で平穏な生

活を送る期待の侵害、? 夢の破壊、? 親との同居

予定）、? 加害行為の悪質性、? 売主・請負人等

の対応の悪さ、? 証明されない財産的損害の補充

などの慰謝料斟酌要素を析出できる。

? 損害調整論との関係

欠陥住宅被害で慰謝料を認容する裁判例は、欠

陥住宅への居住自体が安全で快適な居住生活を送

る利益の継続的な侵害であり、精神的苦痛を日々

もたらす生活利益の侵害、居住権の侵害であるこ

とを明確化している。欠陥住宅への居住は「利得」

「利益」として損害額から控除すべき性質のもの

ではなく、むしろ、それとは正反対に、慰謝料を

認容し、増額する要素として位置づけるべきであ

る。また、引渡しから年数がたっているというこ

とは、それだけ欠陥住宅への居住という不利益の

継続年数が長いということであり、欠陥「建物に

居住し、不快で非健康的な生活を送ってきたこと

による慰謝料」（神戸地判2002（平14）・11・29未登

載。１年100万、合計700万円の欠陥住宅居住不利

益の慰謝料を認容）の増額要素であろう。

５　近時の二つの最高裁判決

（１）最判2003（平15）・10・10は、請負契約における

約定に反する太さの鉄骨が使用された建物建築

工事に瑕疵があるとされた事例である。従来学

説は、「瑕疵」の中に、主観的瑕疵（契約上の品

質を欠く場合）と客観的瑕疵（通常の品質を欠く

場合）の両者を含むとしてきた。今回の判決は

前者についての妥当な判決である。

（２）最判2003（平15）・11・14は、下級審裁判例で肯

定、否定判決のせめぎあいが続いていた名義貸

建築士の不法行為責任を肯定する画期的判決を

下した。原審（大阪高判2000（平12）・8・30判タ

1047・221）は、名義貸建築士の責任は損害額全

体の「１割程度について相当因果関係」がある

としたが、今後は責任の割合問題が課題となろ

う。私見は、被害者との関係での対外的責任は

全部責任、責任者内部間では、最終的責任は実

際に施工した建設業者が負い、名義貸建築士が

賠償した場合はその分、求償できるというのが

基本的考えである。

なお以上の私見の詳細については、「欠陥住

宅と建築士の責任」立命館法学271・272号（2001）、

「欠陥住宅被害における損害論」立命館法学280

号（2003）を参照されたい。立命館大学法学部の

ホームページ上からオンラインで閲覧・プリン

ト可能である。

http://www.ritsumei.ac.jp/

acd/cg/law/lex/rlrindex.htm♯rits
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◆ 造り手の教育が急務です

私は「木造伝統技術伝承教室」を平成12年９月

より開校して、丸３年がたちました。大工の棟梁

を育てたく、また、奈良薬師寺で学んだ技術を伝

承すべく、賛同者に工学博士　太田博太郎氏、工

学博士　櫻井敏雄氏、その後、工学博士　伊藤延

男氏、工学博士　初田亨氏がご指導くださってお

ります。「木造伝統技術伝承教室」では、縮尺

1：10、1：5、1：2、1：1の図面を手で書いて学んで

います。

大学の建築学科では木造の建物を教えず、設計

事務所や工務店に就職してもお手本となるものが

悪く本質を学ぶことができないのが現状です。

大工は設計図・施工図が書けない、読めないの

です。設計士は木を組むこと、木の本質がわから

ないのです。

良質な大工、設計士を育てるには基本となる基

礎工事・木工事・屋根工事について述べたいと考

えます。

◆ 基礎工事について

設計者は基礎に対する考え方を変えるべきであ

る。例えば盛土した所に根入れの浅い（住宅金融

公庫適合仕様）ベタ基礎を造れば、不同沈下が起

こらないと思っている設計者や施工者が沢山い

る。更に、配筋やコンクリート強度などについて

も無関心である。以上のことを考慮して、施主は

自ら現地へ行って自分の目で確かめることが必要

となる。又、地域の人の話も聞いてみることが大

切である。例えば敷地の以前の状態や水が出やす

い所、地震で土砂崩れがあったか、風が強い所か、

戦争中の防空壕がある所等々。

近年は住宅地が適さないような軟弱な地盤にも

（18）

住宅を建てるようになったが、木造住宅でも地盤

調査業者にボーリングや載荷試験を依頼しなけれ

ばならない場合がある。更に「品質保証を付ける

からには杭を打ったほうがいい、と業者にいわれ、

最近基礎にお金がかかって仕方がない」という意

見を聞くが、造成経過を考慮して、判断しなけれ

ば長寿命の住宅を造ることはできない。地盤や基

礎について適切な判断を養い、木造住宅だからこ

のくらいで大丈夫という安易な考え方を改めなけ

ればならない。

布基礎

＜住宅金融公庫適合仕様＞

１．布基礎の構造は一体の鉄筋コンクリート造と

する。

２．地面から布基礎の立上がり高さは400㎜以上

とする。

３．布基礎の立上がりの厚さは120㎜以上、150㎜

を標準とし、底盤の厚さ150㎜以上、幅は450㎜

以上とする。又、根入れの深さは地面から

240㎜以上とし、かつ建設地の凍結深度より

も深いもの、もしくは凍結防止するための有効

な措置を講ずるものとする。

このように書かれているのだが、建設地の地盤

の条件などは無関係に、立上りの高さ、厚さ、幅

は㎜以上とあるところが、いつの間にか㎜以上が

消滅して数値のみ一人歩きしている。更に根入れ

の深さも数値までで、凍結深度より深くなど学ん

でいないのが現状である。

建設地の役所に問い合わせれば、凍結深度の数

値を教えてもらえるので参考にして設計すること。

ベタ基礎

＜住宅金融公庫適合仕様＞

筆者はこの形式のベタ基礎は本来のベタ基礎

（根入れの深い）と違っているのでベタ基礎とは呼

良質な大工の養成について

宮大工・一級建築士　大　森　健　司（埼玉）
URL http://www2.tba.t-com.ne.jp/oomori-kida/

E-mail oomori-kidakumi@tbh.t-com.ne.jp

ふぉあ・すまいる11号B_ふぉあ・すまいる11号B  15/10/28  16:48  ページ 18



ばない。　　　

１．ベタ基礎の寸法及び配筋について、建設敷地

の地盤状況を勘案の上、構造計算により決定す

ること。

２．１階床下地面は建物周囲より５㎝以上高くす

る。

このような注意事項があるが、現状はどうであ

ろうか。盛土した土地に造成経過時間も考慮せず、

公庫仕様のベタ基礎が構造計算もせずに造られて

いる。

この形式の基礎を考えたのはたぶん、建設敷地

から根切した土をたくさん出さないように考えた

ものとみる。残土を処分するにも費用がかかり、

又、埋め土するにも敷地内に保管場所がなければ、

お金を出して買って来なくてはならないからであ

る。公庫仕様より丈夫な形式だという井桁に梁を

配した案でも本来のベタ基礎の姿ではない。

ベタ基礎は大切な建物を永くもたせる本来のベ

タ基礎の上に建物を建てたい。筆者は「船の上に

建物がのっているような考え方ですよ。」と言っ

ている。

設計の注意点

根入れは地下水が出ない限り、深く入れたい。

底盤部分（ベース）の厚さは250㎜以上とし、配筋

は縦・横筋Ｄ13を250㎜間隔のダブル配筋とし、

幅止めＤ10を1000㎜間隔で配する。

根入れが深くなり立上り部分が900㎜を超えた

ら立上り部の幅を180㎜以上に変更したい。配筋

も主筋はＤ13以上の梁配筋としたい。

床下部は屋内の設備配管や保守点検もしやすく

なる利点があり、更に床下収納も広く取ることがで

きる。このベタ基礎を利用して雨水を貯めて、水洗

トイレの洗浄水や庭などの水撒きにも使用できる。

施工上の注意点

①　根切の余堀を必ず行なうこと。

余堀を怠ると根切側壁の土が割栗石をおいて

目潰し砂利を敷きこんで転圧した時に割栗の上

に崩れる。又、作業スペースの確保にも必要で

ある。

②　根切底の確認

施主本人が根切底で飛び跳ねる。水が出てい

ないか、木の根があるか、木片がはいっていな

いか、ガラやゴミがないかを確認する。

③　捨てコンクリート地業を必ず行なうこと。

建物の位置を決定する通り芯の墨だしには捨

てコンクリート地業が必要である。更に、基礎

の位置、鉄筋のかぶり厚さ、底盤の厚さが不均

等にならないようする。捨てコンクリートは全

く役に立たないのではなく、役に立っている。

割栗地業をせずに捨てコンクリート地業を

200㎜以上の厚さに打って換える方法もある

（栗コンという）。

④　鉄筋の配筋について

鉄筋の端部にはフックを付ける。底盤部分の

横に配する鉄筋の端部は90度に曲げる。立上り

部分の縦方向の立上り鉄筋の端部は180度に曲

げる。

住宅の施工現場を見ると、全部といってよい

ほど鉄筋の端部は曲げていない。このような施

工は決してしてはいけない。しかし、これが現

場の常識になっている。

隅角部の鉄筋の納まりは重ね継手（継手長さ

35ｄ）でおこなう。例えば横筋Ｄ13とすれば、

13×35＝455㎜が得られ、この部分の鉄筋の重

ね継手長さとする。

公庫仕様注釈で

「隅角部では各横筋を折り曲げた上に直交す

る他方の横筋に300㎜以上重ね合わせる。」

とあるが、D13を使用の場合は不適である。

⑤　コンクリート打設について

底盤部分と立上り部分を一度にコンクリート

を打設しているが、基礎の底盤と立上り部分を

別に打設する。底盤部分を打設して養生期間３

〜４日程度おいて立上り部のコンクリートを打

設する。打設するコンクリートは固練りのコン

クリートを使用する。スランプ12〜15? までが

よい。

底盤を打設後、立上り部分の鉄筋にコンクリ

ートが付着していたら、清掃後にコンクリート

を打設する。コンクリートが付着したままでは、

良質な鉄筋コンクリートの基礎ができない。

コンクリート打設後の養生は必ず行う。

［養生の一例］

全体をシートで覆う。

（19）
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夏季は水で冷やす。冬季は暖める。

関東地方（筆者は埼玉県）ではコンクリー

ト打設後、養生シートをかけるよう指導する

が、養生することすら知らない。新潟県新発

田市での設計監理実績では、「夏でも冬でも

コンクリート打設後直ぐに養生シートを全面

にかぶせるのが、通例です。」という。コン

クリートのことをよく理解している技術者で

した。

木工事・屋根工事について述べます。

◆木工事について

設計図

２階床伏図や梁伏図は設計者が一番理解しにく

く、書けない図面である。

胴差や桁は継手を設けずに長尺材を使用するこ

とが望ましい（継手は弱くなり、下手な大工が造

ると手間ばかりかかるので）。見積する上で、ど

のような部材の断面寸法になるか、長尺の一本物

で納めるか、材木を継ぐのか、継手はどこに設け

るか、その種類は？など見積内容の材料費と大工

手間が得られ、ユーザーにとっても大事な図面で

ある。

大工が仕事していく上で大切な図面で墨付け及

び加工するための板図を書くのに必要なものであ

る。

材木検査

製材した木材を製材所で検査する。等級・死に

節・あて・ねじれ・割れ・くされ・虫くいの有無

を確認（材木検査）する。その後、工務店に搬入

して加工する。加工後、加工検査をして合格のみ

現場に搬入する。この材木・加工検査ができない。

主要軸組

①　隅通し柱と隅管柱と土台

隅通し柱と隅管柱は直接基礎上端から建てる

と丈夫な建物となる。

②　柱と土台

柱のホゾは長ホゾコミ栓打ちとし、ホゾ長さ

は土台成より２㎜位長くして、基礎上端と接す

る。木材は繊維方向には強いが、繊維と直交方

向には弱いのでめり込む。これを助けるために

ホゾを長くする。

③　通し柱と胴差、胴差と管柱

胴差は通し柱から通し柱までの一本物とする

（12ｍまで長尺材がとれる）。

胴差には管柱を長ホゾコミ栓打ちとする。

④　通し柱と桁、桁と管柱

桁は通し柱から通し柱までの一本物とする。

桁には管柱を長ホゾコミ栓打ちとする。

⑤　間柱

間柱ほど寸法がいい加減に取り扱われる部材

はない。たとえば厚さ27〜30㎜×105㎜を多用

しているが、本来は柱の半分以上の厚さ（75

㎜×105㎜）を必要とする。

⑥　各部材寸法について

現在は経済コストばかりに力点をおいている

（小さい断面や定尺材の使用）。

長尺材や形状の太いものを使用する。

⑦　耐力壁と水平構面について

?イ　筋違や火打ちは効かない（有効でない）。

柱芯々910㎜の幅に、土台〜胴差、桁までが

2700㎜〜3000㎜の高さの箇所に筋違を入れても

効かない。また、長さ900㎜の火打ちも効かない。　　

?ロ　望ましい耐力壁と水平構面

１ ．耐力壁

柱と柱の間にたて材と横材を格子状に組入

れる。その方法は柱に縦胴縁（和室は54㎜×

65㎜、洋室は54㎜×120㎜）を打ちつけ、間柱

（和室は65㎜×75㎜、洋室は75㎜×120㎜）と

縦胴縁とを横胴縁（和室は54㎜×65㎜、洋室

は54㎜×120㎜）でつなぐ。また、土台上端、

胴差下端と上端、桁下端にも横胴縁を打ちつ

ける。横胴縁の割付は土台下端より455㎜間

隔に入れて格子状（組込みとする）に作り、構

造用合板厚さ15㎜を両面張りとし、ステンレ

スビス45㎜を10㎜間隔で打ちつける。縦胴縁

や横胴縁は厚さ、幅を一定とする。

洋室では外部、内部も土台下端から張る。

和室は床を張ってから耐力壁を建てこむが、

洋室は耐力壁を造ってから、床を造る。

２．水平構面

? １階の床組

幅、奥行、高さが18㎝のコンクリート製

（20）
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のブロック材を基礎部のコンクリート底盤

の上に設置し、その上に束材を建てる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

束材と大引は長ホゾコミ栓打ちとする。

大引と土台はアリ落としとして組む。土台

には根太掛けを打ちつけて、構造用合板

厚さ15㎜（ノンホルムアルデヒドタイプ）を

打ちつける。根太（54㎜×75㎜）は303㎜間

隔に配置する。大引の上には根太コロビ止

メを入れる。その上に洋室は構造用合板

厚さ15㎜を打ちつけ、仕上材として杉材厚

さ45㎜で仕上げる。また、和室は杉材厚さ

30㎜を打ちつけ、タタミ下地とする。

（大引、根太、根太掛けの厚さ、幅を一定

とする。）

１階床は主要構造材でないと言って大引

と束を納めるのに、大引にホゾ穴を掘らず、

束にもホゾを作らずに束の上に大引をのせ

ているだけでカスガイ止めや釘打ちとし、

束の振れ止めもしていないのが現状であ

る。これは望ましいことではない。

１階部分だからといって安心しないこ

と。重い本やピアノなどが入る部屋全体の

大引や根太間隔は細かく計画するのも大切

なことである。

? ２階の床組

２階の床組にも枠組壁工法の剛床の考え

を取り入れている。

胴差、梁、小梁の上端は一定にし、根太

彫りして根太（60㎜×120㎜）を303㎜間隔

に配置し、根太コロビ止メを910㎜間隔に

入れる。その上端をそろえて、そのうえで

根太の上端、下端に構造用合板　厚さ15㎜

を両面張りとする。下屋の小屋梁の全面に

も胴縁（60㎜×120㎜）を455㎜間隔に入れ、

格子状に組み、構造用合板　厚さ15㎜を両

面張りとする。

（胴差、梁、小梁、根太、胴縁の厚さ、幅

を一定とする。）

? 小屋組、屋根

軒桁、梁、小梁の上端は一定にし、胴縁

（60㎜×120㎜）を455㎜間隔に入れ、格子

状に組み、構造用合板　厚さ15㎜を両面張

りとする。一部登り梁の箇所は野垂木下端

に構造用合板　厚さ15㎜を張る。

（軒桁、梁、小梁、母屋、棟木、胴縁、野

垂木の厚さ、幅を一定とする。）

◆屋根工事について

地震の後、壊れた屋根を見ると棟瓦はくずれ、

平葺き部分も大きくくずれている。くずれていな

い部分は屋根の軒先と端部（けらばだけで凹の字

の如しである。これは屋根瓦を銅釘又は、銅線で

留めていないのが原因である（棟瓦も同様である）。

一般的には瓦桟は横瓦桟（18㎜×18㎜）のみであ

るが、縦瓦桟も入れることができる。縦瓦桟を入

れることで瓦が屋根に安定して留まる。瓦種類53

Ａでは横・縦瓦桟の寸法は横瓦桟が15㎜×30㎜、

縦瓦桟が20㎜×40㎜で下地ができる。その上に瓦

（21）

約９ｍの桁に５本もの端材を使って、その継手はいいかげんに施工している。筋違いの有る壁の中で１５㎝程の
飼木（？）を設けているが、大きな断面の材は連続していない。これでは力に対して筋違いが有効に働かない。
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を葺くが、瓦を留める間隔は２枚から３枚おきと

すると瓦のずれがなく、地震が来てもずれる度合

いが少ない。

◆理想を示して提案する

今まで表記した基礎、軸組、床、梁、小屋につ

いて、理想に近い部分もあるが、最初から「坪い

くら」と施主に話をすすめていくのではなく、ま

ず、「安全な家はこのようなことでお金がかかる」

と説明し、それでは、Ａ案、Ｂ案の工法が夫々い

くらかかるということをユーザーに説明できるよ

うにする。その時主要部分を構成する材の大きさ

は変更できないが、例えば、構造用合板であれば、

厚さ15㎜を12㎜、９㎜に変更できる。間柱と横胴

縁の組合せであれば、壁下地を工場製作としてコ

ストを低減することも可能である。このようなこ

とを一つ一つチェックしていけばトータルで安く

なっていく。まず、理想があって、そこから現実

にもっていくことが技術の使い方だと思う。

◆古代建築から学ぶこと

筆者もいきなりこのような考えに到達したわけ

ではない。失敗を繰り返しながら、ユーザーが育

ててくれた。奈良薬師寺へ行ったことで古代の基

礎（版築）にも触れられ、造り方も学んだ。薬師寺

東塔の重量600トンが載っても1250年以上健在で

あることを考えて基礎を学んできた。又、妻　和

江が構造設計者なのも大きな刺激を受けた。

軸組では古建築からたくさんのことを学び、恩

師　浅野　清博士より、「建物の設計する上の注

意ごととして、つくってから、ああだ、こうだと

思う前に設計図で精査して正寸図まで責任を持つ

ように」と育てられた。又、西岡　常一棟梁から

は建築の復原痕跡の見方、調べ方を教わり、育て

ていただいた。

自分が学ぶという姿勢が大切で、そのような点

を大切にする人間をいろいろな指導者は喜んで育

ててくれたと思っている。

私の話をお聞きくださる方がおられました

ら、全国どこにでも行きます。交通費と宿泊

代（安い宿か、泊めてくださる方の家）で。

お気軽にご連絡ください。

（22）

１　はじめに

欠陥住宅全国ネットがシックハウス問題に本格

的に取り組み始めたのは、２００３年に入ってからで

ある。同年５月に開催された札幌大会（第１５回）

において、シックハウスを中心テーマとして取り

上げ、基調報告等の現状分析がなされた。

同年１１月に開催された長野大会（第１６回）では、

より一歩つっこんで、シックハウス問題において

「勝つための訴状作成法」「勝つための鑑定書づく

り」の検討がなされた。本稿は、そのうち「勝つ

ための訴状作成法」に関する報告である。

２　訴状構成案

長野大会においては、シックハウス訴状ひな形

をコピーして配布した。弁護士は、ひな形があれ

ば急に仕事がはかどる人たちである。もちろん、

改善すべき点は多数あると思われる。今後の検討

勝つためのシックハウス訴状作成法
〜シックハウス部会からの報告〜

弁護士　中　島　宏　治（大阪）
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をふまえて、より精度の高い訴状ひな形を作成し

ていきたい。

今回は、紙面の関係上全文を載せることができ

ない。構成案だけを示し、次章の論点整理のとこ

ろでポイントについて触れていきたい。

（シックハウス訴状構成案）

第１　事案の概要

第２　当事者

第３　シックハウス問題について

１　シックハウス症候群とは

２　シックハウスの社会問題化

３　具体例

第４　ホルムアルデヒド等の規制について

１　シックハウス症候群とホルムアルデヒド

２　ホルムアルデヒドに関する規制等の流れ

３　厚生省の指針値

４　その他の指針等

５　建築基準法の改正

第５　本件建物におけるシックハウス問題

１　本件建物の建築概要

２　原告の入居状況

３　シックハウス問題の発覚および交渉経緯

４　室内空気測定結果

５　北里研究所病院による検査結果

６　室内空気汚染の原因

第６　本件建物の欠陥ないし瑕疵

１ 「瑕疵」「欠陥」の定義と本件建物の欠陥

２　厚生省指針値違反

３　設計施工ガイドライン違反

４　住団連指針違反

第７　被告の責任

１　瑕疵担保責任

２　債務不履行責任

３　不法行為責任

第８　損害について

１　シックハウス被害による損害とは

２　損害項目

１）補修費用

２）仮住まい費用

３）引越費用

４）調査費用等

（23）

５）特別対策費等

６）欠陥に基づく慰藉料

７）医療費等

８）交通費等

９）休業損害等

10）健康被害慰藉料

11）弁護士費用

３　損害論まとめ

第９　結語

３　論点整理

１　被害論

被害論は、被害者がシックハウス症候群あるい

は化学物質過敏症に罹患しているのかという形

で争点とされる。現段階では、北里研究所病院

の診断書ないし検査所見によって立証している

ケースが多い。

２　因果関係論

因果関係論は、被害の原因が住宅以外にあるの

ではないかという形で争点とされる。

３　責任論

責任論は、被害者がシックハウス症候群あるい

は化学物質過敏症に罹患することを予見し、結果

を回避できたかどうかという形で争点とされる。

結果回避可能性については、予見可能性が認め

られればさほど責任をみとめるに支障はないだ

ろう。予見可能性に関しては、平成９年６月に

ホルムアルデヒドに関するガイドラインが設定

された時期、遅くとも平成１０年３月に設計施工

ガイドラインが出された時期には、化学物質過

敏症あるいはシックハウス症候群が発生するこ

とが十分予見できたと言えるのではないかと考

えるが、裁判例でこの点の明確な認定がなされ

るに至っていない。

４　今後の課題

被害論、因果関係論については、ある程度到達

点が見えてきた。今後は、責任論でどこまで勝負

できるかが問題である。欠陥住宅全国ネットでも、

今後情報を集約し、主張レベル、立証レベルでの

議論を深めたい。
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問題化学物質の解明

健康被害を受けた原因の化学物質は何か、また

その化学物質はどこから来たのかなどを調べるこ

とになるが、様々な化学物質が世の中には存在し

ており、それぞれについて放散の特性、健康リス

クが異なるため難しい。

どのような化学物質を対象にするのかについて

は、問題の大きな物質（社会的影響として）から考

えることになる。まずホルムアルデヒド、クロル

ピリフォスについては、2003年７月の建築基準法

改正で規制がなされた。次には、厚生労働省が指

針値として出している13物質、さらに健康住宅研

究会が提言した「３物質３薬剤」の順になる。

「３物質３薬剤」の３物質は、ホルムアルデヒド、

トルエン、キシレンであり厚労省の指針値に含ま

れるが、３薬剤については、木材保存剤、可塑剤、

防蟻剤となっており具体的な化学物質名ではな

い。それらの一部は厚労省の指針値になっている

が、すべてを網羅しているわけではない。さらに

広げると、WHOガイドラインやPRTR指定物質と

なり数百種になってしまい、それを全て調査する

ことは不可能に近い。

問題建材の特定

健康被害の状況からはその原因となった化学物

質を特定できないことや、指針値のない化学物質

をどのように評価するかなどの問題は残るが、原

因となった化学物質が特定できれば（複数の場合も

ある）その発生源を特定できた方がよい。ホルムア

ルデヒドなどは様々な建材に含まれており、低濃度

の建材であっても総量が増えるとやはり全体の濃

度は高くなる。特定の建材に絞り込むことができれ

ば、販売者、設計者、施工者だけでなく、建材メ

ーカーをも相手にして交渉することが可能になる。

（24）

訴訟に関する問題点

シックハウス関連訴訟に関しては、判例が少な

く、難しい問題が山積みである。まずシックハウ

ス症候群という言葉に明確な定義がない。

（注：その後厚生労働省が2004年２月末に見解

を発表している）

化学物質過敏症については、北里研究所病院が

診断の基準を公表しているが、病気として医師の

あいだで了解されていない（2004年３月の公演で

は、北里研究所病院の坂部医師は、これからは低

用量化学物質暴露症候群と改名するべきとの意見

であった）。このような状況下において、北里研

究所病院などが中心となってその発生機序が解明

されつつある。

このような状況から、シックハウス訴訟につい

ては、医師の協力が必須であり、診断書の他、検

査報告書や意見書などが必要になる。北里研究所

病院は、診断数も多く、シックハウス事件ではそ

の知見も高く評価されているため、健康被害のあ

る場合は受診されることをお勧めする。

建築士が係わる調査内容

シックハウス問題が生じた際に、建築士が係わ

る調査としては次のような事が考えられる。

１．建材・施工材料の調査（特に接着剤などは、

施工者への事情聴取が必要）

２．室内空気測定（場合によっては、床下・壁

内・屋根裏などの特定箇所）

３．建材・施工材料自体の測定（サンプリング）

４．本人確認（健康状態の時系列的な整理、建材

の確認）

５．医師との調整（診断書・検査報告書・意見書

など）

建材について、少なくとも内装に使用されてい

勝つための鑑定書づくり
〜シックハウス関連訴訟に必要な内容〜

胡桃設計代表　一級建築士　木津田　秀　雄（兵庫／関西ネット）
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値とされているが、その他の12物質については、

一生涯暴露しても健康への有害な影響を受けない

量とされており、その取扱が異なる。ホルムアル

デヒドについて、夏季については指針値を超える

が、冬季には気温が下がることにより指針値を超

えないとの主張がなされることがあるようだが、

ホルムアルデヒドについては、短期暴露の影響に

ついての評価であるため、夏季だけでも問題があ

り間違った主張である。

予見可能性の整理（物質により異なる）

予見可能性については、化学物質毎にその危険

性がどの程度世の中で評価されていたかと言うこ

とによる。ホルムアルデヒドについては、既に昭

和45年当時から家具では問題になっており、当時

においても室内濃度として0.1ppm程度が必要と

の意見もあった。

他には1998年の健康住宅研究会が「３物質・３

薬剤」を公表しており、これらに注意が必要であ

ることが示されている。その後には、多くの指針

値が厚労省より発表されている。いわゆる化学物

質が室内空気汚染による健康被害の原因になって

いるということは、早くから指摘されており、そ

の中の物質レベルでは、年代によって予見可能性

については異なるということになる。

測定＆指針値−絶対主義への批判

今現在の状況を測定しても、入居当初の空気濃

度を知ることはできない。また測定結果が指針値

を下回っていることと発症しないことは別の話で

あることにも注意が必要である。また化学物質の

放散は、気温に左右されるので、気温による補正

をどう行うかも重要なことである（ただしホルム

アルデヒド以外は未解明）。

ホルムアルデヒドについては、夏季（28度、

50％）の状態での放散量を規定した建築基準法の

考え方を踏襲する必要がある。

シックハウス問題については、測定結果や指針

値にあまりに縛らない態度が必要である。実際に

は居住環境が原因で罹患している被害者がいる限

り、その被害救済への道を検討すべきである。

（25）

る建材のメーカーや接着剤については把握してお

きたい。これらの建材の成分を知ることで、そこ

から放散される健康被害を及ぼす可能性が指摘さ

れている化学物質を予測し、測定を行うという順

序になる。しかしながら、MSDS（製品安全デー

タシート）を取り寄せても建材に含まれる全成分

が判明することは少ない。さらに問題を複雑にす

るのは、含まれている化学物質そのものではなく、

何らかの反応を起こして別の化学物質に改変され

て放散されているケースがあることである。可塑

剤のDOPが加水分解することにより、２エチル

ヘキサノールが大量に発生して、シックハウス症

候群を起こしたとの報告もある。

室内空気測定については、どの化学物質を測定

するかという絞り込みが非常に重要である。当た

り前だが、測定しない化学物質は、多いのか少な

いのかも判断することができない。最低でもホル

ムアルデヒドの測定は行っておく必要がある。空

気質の改善のためのリフォームなどを行う予定が

あれば、その前後で測定を行うことが望ましい。

補修費用の算定について

このように、問題となる建材が特定できれば、

その建材を取り除いて、問題のない室内空気環境

をつくる必要がある。その際に問題となる点は、

どこまでの補修が必要と考えるのかという事であ

る。シックハウス症候群や化学物質過敏症に罹患

した人は、通常の室内でも耐える事ができない状

態のケースもあり、元々施工時に、当時として問

題のない建材を使用して補修したとしても反応す

る可能性もある。そのような場合に、その人への

特別な対策が必要になるわけであるが、それにつ

いては、交通事故の後遺障害における補助具のよ

うに考える。

厚労省の指針値とは何かを定義する必要がある

厚労省は指針値を発表しているが、その定義に

ついて、明確な説明がなされていなかった。指針

値は、臨床試験の結果定められたシックハウス症

候群にならない数値ではなく、動物実験などを含

めて検討した結果の指針値である。

さらにホルムアルデヒドは短期暴露による指針
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１　事件の概要

本件は、被告が分譲開発して建築し売却した約

20棟の建売り住宅について、原告が居住の目的を

達することができないとして売買契約を解除し売

買代金及びその他の損害賠償を求めた事案です。

欠陥は、大きいところは次の２つです。

① 本件開発地は、元釣り堀があったところを埋

め立てて造成した土地で、水はけが悪く融雪時

期や多量の降水時に敷地及び周辺私道に水が上

がってきて、建物は床下浸水する。

② 原告らは、本件各建物敷地の前面が公道に接

しているとの説明を受けて（重要事項説明書に

も公道に接すると明記）購入したが、実際は被

告個人所有の私道に接しているだけで公道には

接していない。そのため公道に至るまでの道路

（私道）につき町による公的除雪作業を受けられ

ない。

２　訴訟の経緯

被告は、水はけが悪いことについては、各戸の

浸透桝を繋いで、浸透能力の大きい集合桝へと導

いて処理させる補修を行った結果、解消されたと

主張しました。公道に接していないことについて

は、町と交渉し将来公道化される余地があること、

確かに重要事項説明書に公道に接するとの間違っ

た記載はあるが、公道に接することは契約の内容

とはなっていない、などと反論しました。

水はけの著しい悪い地盤であり，また公道

に接していない土地上の建売住宅について契

約解除を認めた事案

３　判決

裁判所は、「居住用土地建物としての目的を達

することは不可能である」として、土地建物の売

買契約解除を認める判決を下しました。判決理由

は、①本件道路が公道であることについて、被告

会社の担当者が虚偽の説明をし、実際、本件道路

が公道でないことにより除雪に関する不都合も生

じているとして、法的な瑕疵を認め、②物的瑕疵

については、「本件各建物が居住用の土地建物で

あることに鑑みれば、通常の生活雑排水や汚水を

不都合なく処理できることは、当然備えるべき基

本的性能であるというべきであり、災害時は別と

しても、融雪時には毎年のように冠水・浸水する

というのも、住宅地として不適切であることは明

白である。毎年一定時期に水が上がってきたり、

日常的に排水があふれて悪臭や衛生上の問題を惹

起するような状態が、建売住宅を購入した買主が

甘受すべきものとは到底認められないものであ

り、居住用土地建物としての目的を達することは

不可能であることは多言を要しないものである」

と述べています。

本件は、土地建物の建売住宅の事案であるため、

欠陥住宅問題として取り上げましたが、本件の主

要な争点も判決理由の重点も、建物よりもむしろ

土地自体の瑕疵というべき事案です。これまで、

土地の瑕疵ということは、十分に論じられてきま

せんでしたが、土地の瑕疵という概念は理論上も

実際上も問題となり得るのだということを再認識

した事件でした。契約解除ができるための条件は

「居住目的を達することができない」という要件

が必要ですが、その一事例として参考になると思

います。

（26）

勝訴判決・和 解の報告

［１］土地の瑕疵を理由とした契約解除を認めた事例
釧路地裁帯広支部（平成１５年３月３１日〔判決〕）

弁護士　河　合　敏　男（東京）
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１　事件の概要

本件は、木造２階建て注文住宅（延べ１３０m2）

の事案です。注文者Ｙは、建築士の資格のない者

に、そうとは知らずに設計依頼し、その設計者の

紹介の工務店Ｘ１に建築を依頼しました。ところ

が、契約後の着工が遅れたばかりか、建築中職人

全員が他の現場に行ってしまったり、労働基準監

督署の立ち入りを受けるなどによって、現場を１

ヶ月以上も放置されること等が何度もあり、施工

も遅れて建築を依頼してから完成まで１年２ヶ月

を要しました。また、ゴミ、廃材、釘などが敷地

内に散乱したままであったり、隣地にゴミを投げ

込む、職人が近隣物置内の物を盗むなど、でたら

めな管理状況でした。完成建物は、①基礎の欠陥

（基礎と土台がずれている。捨てコン無し。底盤

の幅と厚みの不足）、②図面どおり施工されてな

い（庇がない、窓の位置や大きさが違う。柱の太

さが小さいなど）、③数々の杜撰施工（床の不陸、

建て付け不良等、意匠仕上げに関する瑕疵）が多

数あり、また、最終金の請求書も、根拠のない増

工事分が入っていたり、減工事分が引かれていな

いなど、極めて杜撰でありました。

Ｘ１はＹに対し、残金及び追加工事代金（合計

1671万円）請求の訴訟を提起し、Ｙは同工事代金

について相殺するとともに、Ｘ１及びその代表者

兼監理者Ｘ２に対し、工事遅延による損害金と建

物瑕疵による損害賠償金の相殺後の残金として合

計１８９１万円の支払いを求めて反訴を提起しました。

２　訴訟の経緯

Ｘ１は、基礎の瑕疵について、基礎と土台がず

基礎の施工不良や、図面どおりに施工され

ていない瑕疵等につき損害賠償を認めた事案

れていても、構造計算上、耐力的に問題ない、基

礎が薄くても、構造計算上、強度は十分である、

基礎底盤を打つときに、セメントペーストが割り

栗石（砕石）に染み出すことによって、その部分が

コンクリート状になるため、かぶり厚さが確保さ

れたと同じ状態となる、などと反論しました。契

約と異なる施工については、Ｙの了解を得て施工

したものと主張しました。

３　判決

裁判所は、Ｘ１の残代金請求を棄却し、反訴に

ついては、Ｘ１及びＸ２に対して、連帯して1116

万５７３９円の支払いを命ずる判決を下しました。

本判決の特徴は、欠陥の判断基準についてＹ側

の主張を全面的に採用し、判決理由の冒頭で判断

基準を明確に述べていることです。以下、その部

分を引用します。「①契約の内容に適合しない部

分があるときは、これを瑕疵として、その補修ま

たは損害賠償の責任を負う。②建築基準関係法令

に適合した住宅を建築することも契約内容になっ

ているというべきである。③また、住宅金融公庫

の融資を受けたものであることが認められ、これ

らの事実によれば、公庫仕様に従うことも契約の

内容になっていたものと認められる。④更に、住

宅工事において、日本工業規格、日本農林規格、

日本建築学会の設計基準または標準工事仕様書

（ＪＡＳＳ）、公庫仕様等確立された権威ある建築団

体による標準的技術基準に適合しない場合にも、

注文者がこれらの技術基準に達しない建物の建築

物を希望するとは考えられないので、その建築物

に瑕疵があるものと認められる。

（27）

［２］契約不適合部分は瑕疵と判断した事例
長野地裁松本支部（平成１５年９月２９日〔判決〕）

弁護士　河　合　敏　男（東京）

GG
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１　事件の概要

本件は、木造３階建て建売住宅で、法定の壁量

が足りない、筋交いの緊結不良等、軸組に関する

構造欠陥のある建物で、契約解除して売買代金返

還及び損害賠償請求を行った事案です。これに対

して、被告らは、第１回口頭弁論において、請求

原因事実をほぼ全部認める旨の陳述をし、被告ら

自身の施工によって取り壊し建て替え工事を行う

ことを内容とする和解解決を希望しました。原告は

これを受け入れることとし、和解が成立しました。

２　和解条項（骨子）

和解条項の骨子は下記のとおりです。第１項で

は、確認申請及び着工から完成引渡まで、期限を

定めて、履行すべき点や原告の指定する監理者の

指示に従うべきことなどを記載しました（紙数の

関係で省略）。この和解条項の特徴は、建て直し

義務の履行を怠ったときは、金銭賠償に切り替え

ることができるというところにあります（８〜10

条）。

１　本件建物を取り壊して、別紙設計図面の建物

（以下「新建物」という。）を再築する。履行方

法は以下のとおり。（以下省略）

２　新建物の所有権は、完成未完成を問わず、原

告にあることを確認する。

３　建て替え諸経費その他損害金として金＊＊＊

円を支払う。

４　建て直し期間中及びその前後１ヶ月ずつの仮

住居を提供する。

５　被告が次の一に該当したときは、被告は当然

木造３階建て建売住宅で、法定の壁量が足り

ない等の構造欠陥のある建物について、取り壊

し建て替えを内容とする和解が成立した事案

に新建物の占有を喪失し、直ちに原告がこれを

占有することを認める。

? 手形不渡りその他支払停止に至ったとき

? 破産、民事再生、会社更生の申し立てがあ

ったとき

? 差押え、仮差押え、仮処分、滞納処分があ

ったとき

? 建築工事が１ヶ月以上中断したとき

６　新建物が第１項? の期限までに完成かつ引渡

に至らないときは、被告は原告に対し、完成か

つ引渡に至るまで１日につき１万円の遅延損害

金を支払う。

７　被告は原告に対して、新建物について、民法

その他法律の定める瑕疵担保責任を負う。

８　被告が第１項、第３項、第４項の各義務に違

反したとき、第５項の事由が発生したときは、

原告は、被告との間の本件土地建物建物売買契

約を解除することができる。

９　前項の解除の意思表示は、原告が被告に対し

て解除の意思表示を発信した時に効力を生ずる。

10 第８項の場合において、被告は原告に対して、

＊＊＊円及びこれに対する前項の契約解除の日

から支払い済みまで年５％の割合による金員を

支払う。

11 利害関係人Ａ及び同Ｂは原告に対し、前項の

支払義務について連帯保証し、第８項の解除後

直ちに前項の金員を支払う。

（28）

［３］取壊し建替えを内容とする和解
さいたま地裁川越支部（平成１５年６月２日〔和解〕）

弁護士　河　合　敏　男（東京）
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Ⅳ　コメント

１　和解結果分析

１審勝訴元金１９０３万円＋平成６年（被害を認識

（29）

した時点）からの遅延損害金８８８万円にほぼ等しい

金額（合計２８００万円）の和解金を獲得できた。これ

によって原告は、建替工事費用２０５５万円、弁護士

費用、建築士費用などの訴訟関係費用のほかに慰

Ⅰ　事件の表示（通称事件名：生駒Ｍ邸事件）

Ⅱ　事案の概要

Ⅲ　主張と和解の結果

［４］控訴審で一審認容元金を上回る金額で和解
大阪高裁（平成１５年６月１６日〔和解〕）

弁護士　田　中　　　厚（大阪）
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謝料６５万円を確保することができた。

２　主張・立証上・和解交渉上の工夫

造成請負業者と、建物建築請負業者の２者を共

同不法行為として被告としたことが、被告同士が

責任追及をしあう展開となり、訴訟進行上、有利

に働いた。

１審判決には仮執行宣言が付されていたため、

被告両者は１７００万円ずつ供託して執行停止決定を

とった。控訴審で勝訴した場合には供託金を差し押

さえればよいので現実の回収の心配はなくなった。

１審段階では徹底的に争ってきた建物請負業者

が、控訴審では一転して和解に積極的となり、最

後は、当方、裁判所の３者で、控訴審段階で裁判

所の再鑑定を申請し和解を渋る造成業者を説得し

て、１審勝訴元金を上回る和解を獲得できた。

別紙のとおりの文書（下段参照）で、希望する和

解金額の根拠を示して、裁判所と相手方らを説得

した。

１審の判決直前の和解協議では、２０００万円程度

の和解案が裁判所から出されたが、和解金額がや

や低いため、和解に応じず思い切って判決をもら

い、控訴したことが、よりよい結果をもたらした。

（30）

（別紙）

和 解 に つ い て

結論

１審原告は、遅延損害金も含めて金２８００万円以上での和解を希望します。

理由

原判決の認定した元金１９０３万９５５８円に、昭和６３年４月３０日から平成１５年５月３１日までの遅延

損害金1435万９０００円を加えると、３３３９万８５５８円となります（但し１審被告三和建設は昭和６２年

２月１０日からですので約１００万円増額されます）。これが双方控訴棄却で終わった場合に１審原

告が獲得する金額となります（支払日が５月３１日から先に延びますと、更に１年につき５分の

金利約９５万が加算されます）。

１審原告の建物は和解後直ちに補修しなければなりませんが、補修費用、転居費用、仮住ま

い費用として２０５５万円を要する見込みです（控訴人訴状、控訴理由書参照、原判決はこれを不

当に減額しています）。

これに、１審原告が、本件訴訟で要した実費（訴訟印紙代等、弁護士費用、建築士鑑定費用）

約680万円を加えると、２７３５万円となり、２８００万円を受領しても、長年の精神的苦痛に対する

慰謝料として手元に残るのは、わずか６５万円となります。仮に２７００万円の和解金では、慰謝料

分はなく赤字となります。

以上により、１審原告が和解条件として譲れるぎりぎりの線は、２８００万円となります。

なお、遅延損害金の起算点を、１審原告が被害を確認した平成６年（法的には不法行為日す

なわち原判決が認定したように欠陥擁壁・住宅を引き渡した昭和６２年２月１０日・昭和６３年４月

30日ですが）として、原判決の元金を基準とすると、平成１５年５月３１日の時点で、元金と併せ

て２７９２万円となります。

（参考・１審判決報告）
建物の不同沈下について宅地造成業者と建物建築業者に連帯して約１９００万円の賠償を命じた判決

（ふぉお・すまいる第９号〔２００３年４月３０日発行〕より転載）
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Ⅳ　コメント

１　判決分析(意義・射程・問題点等)

建物の不同沈下の原因及び被告らの責任につい

て、原告の主張をほぼ全面的に認め、宅地造成業

者と建物建築業者の双方に施工上の過失を認め、

共同不法行為により、全損害につき連帯して損害

賠償を命じたものであり、被害救済判例として意

義がある。

補修方法についても、原告の主張を全面的に認

めた点は評価できる。

損害論については、被告の具体的主張も裁判所

からの釈明もなかったのに判決でいきなり、①補

修費用のうち「内外装補修工事費」を本件建物の

（31）

Ⅰ　事件の表示（通称事件名：生駒Ｍ邸事件）

Ⅱ　事案の概要

Ⅲ　主張と和解の結果　（○：認定　×：否定　△：判断せず）
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建築後の経過年数を加味して４１５万円を１５０万円に

減額したこと、②工事原価のほかに「諸経費」を

要することは当然であるのに、「具体的に必要と

なる根拠があきらかでない」として否定したこと

は、判決内容としても、手続的にも問題（審理不

尽、釈明義務違反、弁論主義違背）である。慰謝

料についても、原告らが「生活の本拠たる建物の

不同沈下のために瑕疵ある住宅に居住することと

なったこと並びにその長期間にわたる解決のため

被告らとの交渉及び訴訟をせざるを得なくなった

こと」を認定しながら、１００万円しか認めなかっ

たのは不十分である。

２　主張・立証上の工夫

当初の依頼者の相談は、建物建築業者に対する

責任追及であったが、平野建築士の鑑定の結果、

擁壁の設置の瑕疵も一因であることが判明したた

め、両社間での責任転嫁を防ぐため両社の責任を

共同不法行為として構成して、提訴した。訴訟の

進行において各当事者はそれぞれ私的鑑定を提出

したが、被告両社の間で相手方の過失を主張・立

証し合う展開となり、双方の責任を主張・立証す

べき原告にとっては、訴訟を有利に進めやすい流

れとなった。

最初の裁判官は、当事者から私的鑑定が提出さ

れた段階で、被告両社に過失があることを前提に

和解を勧告したが、被告が強く反発し、その後裁

判官が転勤により交替となり、交替後の裁判官は

建築紛争がよく分からないとのことで、強引に付

調停とされた。しかし調停では、建築士の調停委

員の見解に問題があったこと、被告が徒に現地調

査の継続を主張するため、打ち切りを求めて訴訟手

続に戻し、判決を追求したのが結果的に良かった。

本件では、被告建築業者の柱状改良体が支持層

に到達していないために建物の地盤沈下が生じた

と原告が主張したのに対して、被告建築業者はこ

れを激しく争い、柱状改良体は支持層に到達して

いたが造成業者の盛土の転圧不足のために圧縮沈

下が起こりその際の負の摩擦力により柱状改良体

が破損したため沈下が生じた旨主張して、これが

最大の争点となっていた。被告建築業者の上記主

張を裏付けるために出廷した技術者証人に対する

当方の反対尋問にあたり、協力建築士（平野憲司

建築士）と技術的・専門的事項についても十分打

ち合わせ、検討をして、負の摩擦力の大きさの計

算根拠について突っ込んだ反対尋問をした結果、

同証人が、被告の主張に沿った結論となるように

負の摩擦力が働く中立点までの距離や、摩擦応力

度の数値設定をして鑑定書を作成した経過が明ら

かになり、被告の前記主張が排斥された。

判決では損害額をやや減額されたが、造成工

事・建築工事が終了して引き渡した昭和６２年、63

年を不法行為時としてそこから年５分の遅延損害

金を請求していたため、これを合わせる認定され

た損害の７割増しとなる。このように建築後年数

が経っていて、過失が明らかな場合は不法行為構成

の方が十分な賠償が得られるのでよい場合もある。

３　所　感

双方控訴により現在大阪高等裁判所で控訴審の

審理中であるが、よりよい高裁判決を得て確定さ

せるよう引き続き努力したい。

（32）

ホームページをご覧ください

? 関西ネット
http://member.nifty.ne.jp/kansainet/index.html

? 京都ネット
http://www.joho-kyoto.or.jp/~house-s

? 中国四国ネット
http://www.pref.hiroshima.jp/kyouiku/gakushu/center/
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（33）

Ⅰ　事件の表示（通称事件名：都島区Ｎ邸事件）

Ⅱ　事案の概要

Ⅲ　主張と和解の結果

［５］売主の建替え費用全額負担などで示談
（平成１５年８月１９日〔示談〕）

弁護士　田　中　　　厚（大阪）
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Ⅳ　コメント

１　和解結果分析

解除を前提とした請求は、相手方がそこまでの

資力はない、ということで、獲得できなかったが、

土地、建物を保持したまま、取り壊し建て替え費

用全額（概算）のほか、調査鑑定費用、弁護士費用

相当額も交渉のみで短期間で獲得することができ

た（相談４月７日、予備調査報告書４月３０日、内

容証明発送７月１０日、示談成立８月１９日、２７００万

円入金８月２９日、入居後３年半解決しなかった事

件が５か月足らずで全面勝利で解決）。

２　主張・立証上・和解交渉上の工夫

瑕疵担保責任期間の主張に対しては、売主の代

表取締役が、本件建物の設計者、工事監理者とし

て、建築確認申請書に記載されていたことから、

仮に瑕疵担保期間を過ぎているとしても、社長個

人の不法行為責任は免れないとして、私の獲得し

た平成１３年１１月７日大阪高裁判決を示して説得し

たところ、あっさり責任を認めた。施工業者に責

任を転嫁しようともしていたが、買主に対しては

全額の連帯責任である旨説得した。

その結果、解除請求に応じる資力はないが、補

修に必要な費用は全額負担する旨の回答を得て示

談し、スピード解決となった。

（34）

Ⅰ　事件の表示（通称事件名：平野区S邸事件）

Ⅱ　事案の概要

［６］仮差押えが奏功し建替え費用相当額で調停成立
大阪地裁（平成１５年９月１６日〔調停成立〕）

弁護士　田　中　　　厚（大阪）
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Ⅳ　コメント

１　和解結果分析

解除を前提とする請求での和解はできなかった

が、土地・建物を保持したまま、取り壊し建て替

え費用に相当する２５００万円の金額を獲得すること

ができた。

２　主張・立証上・和解交渉上の工夫

依頼者に経済的余裕が全くないため、できるだ

け低コストで効果のある訴訟活動を行うよう工夫

した。法律扶助、訴訟救助の活用（弁護士費用23

万円、提訴時の訴訟印紙代なし）。私的鑑定は、

本人が既に建築士に２３万円で依頼して作成してい

た。ネット所属建築士ではなく、欠陥住宅調査鑑

定の専門ではないので、どの建築基準法令に違反

するのか明記されておらず、私から要望して明ら

かにしてもらった。相手方の補修方法の問題点も

上記建築士からは的確な助言が得られなかった

が、私が自分で考えた反論が功を奏した。技術的

な面で費用をかけられないので、提訴後、建築専

門部の調停に回すことに同意した（建築士調停委

員による事案の正確な理解と妥当な調停案を期待）。

相手方の対応は、訴訟外で３００万円の提示、訴

訟後調停段階で１０００万円。私は、２０００万円以下で

の和解には応じられない旨主張。裁判所も被告の

補修方法は妥当とは考えられないと考え説得して

くれたようで、２０００万円を分割というところまで

譲歩してきた。ところが、今度は原告本人が全く

（35）

Ⅲ　主張と和解の結果
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資金的余裕がないので最低でも２５００万円獲得しな

いと建て替えられない旨主張するので、その旨説

明した和解についての意見書を裁判所と相手方に

提出。相手方は最終的には２５００万円を３回分割と

の回答であった。原告本人は２５００万円でも、建て

替えができるかどうか不安になり、更に増額を要

求するも、これ以上の要求は、相手方も裁判所も

これまでの経過から受け容れず意見調整に苦労し

た。結局調停時に２５００万円を一括で支払いを受け

る条件で原告を説得したが、被告は資金繰りを理

由に３回分割は譲らなかった。

この交渉の経過で、私は、勝訴の見込みはある

が６０００万円もの請求金額の回収は非常に困難であ

るので、和解を考えた方がよい旨、原告に説得し

ていた。原告は納得せず、被告の自社物件の売り

出しを示す広告を持参してきた。そこで、６月16

日、当該物件の仮差押えの申立をしたが、扶助協

会が５００万円しか担保金を援助しないことが判明

し、対象物件が１億９０００万円（但し１億円の抵当

付き）であったため、裁判所は、この担保金では

差押えはできない、とのことであった（担保金は

対象物件の２０％必要）。そこで、本人に親戚から

の借り入れで更に５００万円を用意させ、合計1000

万円の担保金で、対象物件の建物だけについて、

６月３０日に仮差押え決定を得た。しかしこのよう

な資金繰りをしていたため、決定まで時間がかか

ってしまい、決定の６日前の６月２４日に売却によ

って名義変更がなされていたことが判明し、仮差押

えは空振りに終わり、取り下げざるを得なかった。

しかし、これであきらめず、７月２８日に、原告

が探してきた被告の他の売り物件（売り出し価格

6480万円、３６００万円の抵当付き）に再度仮差押え

をかけたところ、今度は８月１日に決定を得て、

８月４日に無事仮差押えの登記がなされた。原告

もこの経過に満足して、２５００万円を一括で支払っ

てもらえるなら和解に応じる旨了解した。

被告は和解協議の最中での仮差押えに怒り和

解協議の決裂を一旦口にしたが、結局、当方の和

解案に全面的に応じ、仮差押えを取り下げると引

き換えに２５００万円を支払う（具体的な手順は、被

告が被告代理人弁護士の預り金口座に２５００万円を

入金し、それを確認して当方は仮差押えを取り下

げる。仮差押え取り下げ後速やかに被告は2500万

円を原告代理人の預り金口座に送金する。送金し

ない場合にはペナルティとして５００万円を別途支

払う）ことを内容とする調停が９月１６日に成立し、

同日仮差押えが取り下げられ、翌日２５００万円が入

金された。 

（36）

メーリングリストへの参加を！
全国ネットの会員の弁護士・建築士に

よるメーリングリストが運営されていま

す。積極的なご参加をお願いします。

参加ご希望の方は、事務局長のメール

アドレス（kekkan@abenolaw.jp）宛に
お申し込みください。

参加資格は原則として会員の弁護士・

建築士ですが、それ以外の会員も所属地

域ネット又は全国ネットの事務局長が承

認すれば参加できます。
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被害者は、５８歳のやや明晰でない独身女性であ

り、８２歳の老人性記憶障害の母と二人暮らしで、

母は過去に何度か本件と同じ系統と思われる名前

の床下工事業者の被害にあっている。業者は、横

浜市内に本店のある床下工事業者で、同じ系統と

思われる名前の同業者が何社かある。

１３年７月初め頃、業者から消費者宅に電話があ

り、床下工事の勧誘を受けたが、消費者は断った

が、同月４日、消費者宅を業者の４人の男性社員

が突然訪れ、消費者は不在で、８２歳の消費者の実

母しかいなかったにもかかわらず、強引に上がり

込み、床下に潜り込むなどして床下工事が必要だ

と申し向けた。その後、消費者は、帰宅して業者

社員に対し、頼んでいないのでお断りしますと言

ったが、業者社員は、消費者に対し、執拗に湿気

が多いのでもっとよい薬を散布する必要がある、

風呂場下にかびが生えやすいので防止が必要であ

る、床下の柱が５〜６本くっついていないので建

築基準法違反である、換気口の鉄柵が腐っている

のでステンレスに付け替えた方がいいなどと述べ

立て、工事をやらないと駄目だと強調したので、

消費者は押し切られてつい、お願いしますと言っ

てしまったが、その時点では工事代金額も告げら

れておらず、工事終了後に初めて金額を知らされ

た。金額が高額だったこともあり、消費者として

は納得が行かなかったものの、工事をしてしまっ

たからと断り切れず、工事契約書に署名押印させ

られた上、業者社員の車で銀行に連れて行かれ、預

金を下ろして現金で８０万０１００円を支払わされた。

後日消費者が専門家（以前に床下リフォーム工

事をしてもらった大工さん）に床下を見分しても

らったところ、業者社員が言うような工事の必要

性は認められず、また支払った工事代金に相当す

るような工事がされた形跡はなかった。

９月２８日付で、代理人弁護士が工事が必要ない

のに必要であると事実と異なることを告げられて

消費者がその旨誤信して契約した（４条１項１号

違反、不実告知）一度は断ったにもかかわらず、

業者社員から強く迫られて契約した（４条３項１

号違反、不退去）。

上記各消費者契約法違反を理由に取り消す旨の

意思表示をし、支払済の８０万０１００円の返還を求め

る旨の内容証明郵便を出し、その後、１４年２月27

日に提訴した。

被告側の主張は、要するに契約してそのとおり

の工事をしたのだから金額が高くても問題はない

というに尽き、原告側は、提訴前に見てもらった

大工さんの意見書の他ＪＩＡ神奈川の建築士の意見

書を提出。リフォーム会社から、同種代金の見積

等を取り寄せて提出した。また、予備的に、不法

行為に基づく損害賠償請求を追加した。

１５年６月２３日、被害額８０万１０００円と弁護士費用

15万円を請求していたが、被告が全額の支払い義

務を認め、うち６０万円を和解期日に受領し、その

余の請求を放棄するという内容で、和解成立した。

中心的な論点が、必要もないのに必要だと虚偽

の事実を告知して契約させたので消費者契約法に

基づき取り消すという点にあったところ、必要性

が重要事項に当たるかどうかについては、否定す

る内閣府の見解もあるので、当たるとする正しい

判決をとろうとの意気込みで臨んだが、相手の会

社の経営が悪化してとれない可能性があること、

万一にも悪い判決を出されると悪しき先例になっ

てしまうこと、訴額が小さいので裁判官が和解を

強く望んだことなどから、和解に応じた。

代理人としては、一応全額認めさせて大義を通

し、現実的に和解成立のその場で６０万円を支払わ

せたので、一応評価している。

（37）

［７］床下リフォーム工事につき
消費者契約法違反で提訴し和解

横浜地裁（平成１５年６月２３日〔和解〕）

弁護士　武　井　共　夫（神奈川）
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Ⅳ　コメント

１　判決分析（意義・射程・問題点等）

? 売買契約の当事者（売主）についても、代表者

の不法行為責任を媒介して、それが代表取締役

の職務を行うについてされたものとして、上述

の法的構成により、責任を負わせた点に特色が

ある。

このように構成することにより、瑕疵担保に

よる売買契約解除と同等の効果（売買代金相当

額の返還）を持たせながら、居住利益の控除（解

除により遡及的に所有権が売主に復帰し、買主

（38）

Ⅰ　事件の表示（通称事件名：北区Ｙ邸事件）

Ⅱ　事案の概要

Ⅲ　主張と和解の結果

［８］売買代金相当額の返金を命じた事例
京都地裁（平成１５年９月３日〔判決〕）

弁護士　田　辺　保　雄（京都）
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は、引渡時以降の賃料相当損害金の支払義務を

求められる）を免れることとなった。

? 修補可能性が唯一、争点らしき争点であった

と思われる。しかし、被告らの主張によっても、

1365万円の費用がかかるということであり、ま

たかかる修補を行っても、必要な基礎地耐力の

確保が明確でないこと、１階駐車場部分に鉄骨

フレームをいれて補強するという補修方法の主

張があったものの、これでは、利便性が低くな

ること等が指摘され、社会通念上の修補不能が

認められている。

? 集団規定違反について原告が知っていたこと

が被告らから指摘されたが、判決では、単体規

定違反まで知っていたとは認められないと判断

されている。

? 建築士については、本判決でも、監理者とし

ての名義貸しがないことを理由に責任発生を否

定された。しかし、本件は、敷地を広く偽って

２階建ての建築確認を取得しており、この点、

行為の悪質性があったと思われる。訴訟活動の

中で、責任追及が甘かったのでないかと反省す

るところである。

２　主張・立証上の工夫

? 今回も京都ネットの山本正道建築士に多大の

ご協力を頂いた。構造耐力関係については、訴

訟終盤に検討書が相手方から提出された。これ

によって、構造耐力の回復が図られるような内

容ではあったが、そもそも、費用が多額にかか

ること、利便性が著しく損なわれること（判決

中に指摘された駐車場の利便性低下以外にも、

室内に耐力壁を設けるというものであり、間取

りの点で、契約時の利便性が確保できない）は

明白であった。

? 訴訟提起時には、構造耐力と防水性能の欠如

のみについて建物の欠陥を指摘していた。しか

し、訴訟中盤で、修補可能性について、被告ら

から具体的な反論が出た段階で、地盤調査を行

い、基礎底盤の不足を指摘することができた。

より修補の困難な瑕疵が判明するであろうとの

見込みがあったからである。被告らからは、

「既設基礎に後施工アンカーを打ち込」み、「こ

れに新設基礎を施工し、両者を一体化する」と

の補修方法が可能であると主張がなされた。こ

の点の証拠資料として、旭化成の「ＡＲケミカ

ルセッター施工要領書」や理工図書発行の「耐

震診断と補強法」が提出された。しかし、これ

らは、必要な底盤幅を有する既存の補強に関す

る資料であり、底盤幅が不足する場合の補修方

法となりえないと感じた。結局、上述の通り、

地耐力回復についての具体的な数値について立

証がなかったのであるが、底盤幅が不足する場

合の適切な補修方法については、疑問が残ると

ころであった。

３　控訴審について

建築士の関係は、原審判決で確定し、それ以外

の関係では、被告らから控訴がなされたが、控訴

棄却の判決がなされ、確定した（大阪高裁平成１６

年３月９日判決）。

控訴人らは、従前の主張について補充をしたが、

紙面の関係で、このうち２点だけをとりあげる。

第１に基礎修補が可能であるとの主張について

であるが、裁判所は、「控訴人らが主張する修補

方法によっても１３６５万円もの費用を要すること、

本件建物の基礎底盤の幅の不足について、控訴人

らが主張する修補方法によって建築基準法令にお

いて必要とされる地耐力を確保することができる

かどうかは明らかでないこと等の諸事情を総合す

ると、本件建物は社会通念上修補不能であるとい

うべきである」と判示した。

第２に、土地に瑕疵はなく、建物にのみ瑕疵が

あるので、契約中、解除できるのは建物部分に限

定されるべきとの主張に対し、「被控訴人らは、

本件土地及び本件建物を一体として買い受けたも

のであり、本件建物の上記瑕疵によって本件売買

契約全体が契約の目的を達することができないか

ら、本件売買全体を解除することができるという

べきである」と判示した。

その他、控訴審における新たな主張とそれに対

する控訴審裁判所の判断は概略以下の通りである。

? 過失相殺

（控訴人らの主張）

建物が建築基準法に合致しないことを承知

（39）
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していたのであるから、少なくとも３割程度

の過失相殺をすべきである。

（裁判所の判断）

被控訴人らが、建坪率及び容積率の規定違

反を知っていたからと言って、被控訴人らに

過失があったとは言えない。

? 居住利益との相殺

（控訴人らの主張）

購入後の居住利益により不当利得返還請求

権を控訴人らは有しており、これを対当額で

相殺する。

（裁判所の判断）

不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債

権とする相殺は許されない（民法５０９条）。

? 引換給付の抗弁

（控訴人らの主張）

売買契約の解除において双務契約の牽連関

係が認められることの趣旨は、不法行為の損

害賠償請求権との関係においても維持される

べきである。

（裁判所の判断）

民法５０９条の趣旨に照らせば、同時履行の

抗弁権を有していると解するのは相当でない。

（40）

高知大会にご参加を！

高知大会準備事務局　建築士 島　田　晴　江（高知）

先の阪神淡路大震災の際には、建築物の倒壊により、尊い多くの命を失いました。心よりご冥福

をお祈りします。直接的には大きな被害の無かった高知でしたが、地震の余波は高知で震度３強、

揺れた時間は２０秒弱でした。僅か震度３ですら強い揺れで、僅か２０秒でも、とてつもなく長い時間

のようでした。その時、世の中の全てが静まりながらギシギシメリメリと鳴り響きました。そして

今高知は南海東南海沖地震が何時きてもおかしくない時間の周期の中にあります。そしてその震度

は阪神大震災と同じ程度と予測され、同時に大きな津波で高知市内の平野部のほぼ５０％は浸水する

と予測されています。

地震は防げませんが、阪神淡路大震災のように、建造物を第一原因とする被害が南海、東南海沖

地震で起きぬように、準備が急がれる高知です。そんな中、高知裁判所の建て替え工事は４年前の

埋蔵物調査から始まりました。というのは、現在の位置はその昔高知城の内堀の中で中奥御殿と呼

ばれた屋敷の跡地です。そういう手間暇かけてこの春立派にグランドオープンする新しい裁判所は

高知では高層の現代的な立派な建築物になりました。高知城および高知公園の歴史的環境を第一に

考えれば、この位置では、できれば３階までの低層の建造物であることが望まれますが、それは、

逆な意味で贅沢なことでかなわないようです。建物からすると以前の方が威厳があって良かったと、

私個人としては感じますが、場所柄というか、建物の用途柄というか、一度は行ってみたいと人に

思わせない造りの方が、いいのかもしれません。

今年５月に開催されます欠陥住宅全国大会の会場は、この裁判所前の共済会館です。法曹界は今、

明治以来日本が近代国家を目指してから初めてと言われるほどの大きな変革を迎えていると聞いて

います。聖書にある『新しい酒は新しい皮袋にいれよ』という言葉を裁判所の門出に送りたいと思

っています。

５月末は高知では、梅雨の走りの季節ですが、私の名前に負けてきっと青空で皆様をお迎えでき

る予定です。全国の皆様高知へ集い大きな声を発信しましょう。
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前回は、被告側主張をサポートする優れた建築

士の「見解」を紹介しました。

「見解」には二つの問題点があります。一つは

建築基準法（以下「法」という。）に定められた壁

式鉄筋コンクリート造の仕様規定違反を容認する

問題点です。具体的には、基礎梁の未設置、壁厚

の不足、壁梁幅の不足、２階床版の未設置等の問

題です。もう一つは不十分な構造計算、あるいは

構造計算結果に対する評価の問題点です。

この２点は、本件訴訟の「見解」に限らず欠陥住

宅訴訟における加害者側建築士の主張の特徴です。

１．建築基準法の仕様規定違反を容認する加害者

側建築士の問題

建築士が行う日常の構造設計は、法が定める構

造方法で行います。その際、法が定める構造計算

によって建築物が構造耐力上安全であることを確

認すると共に、法が定める仕様規定に適合するこ

とを前提に構造設計を行います。

しかし、構造の仕様規定違反の欠陥住宅事件で

は法に適合する補修費用は高額になるため、加害者

側建築士は構造計算によって構造耐力上の安全性

を主張し、仕様規定違反を容認するのが特徴です。

この問題で大事なことは、建築基準法は第１条

に定めているように建築物の構造に関する「最低

の基準」である点です。つまり、法が定める構造の

仕様規定は最低の基準であり、多くの実験や知見

等によって、総合的見地から規定されたものです。

一方、加害者側建築士は、法の「ただし書」を

根拠にして構造計算で安全性を確認すれば、建築

物は安全だと主張します。しかし、法は加害者側

建築士の主張を容認していません。具体的には、

法第20条第２号は「次に掲げる建築物にあっては、

前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従

った構造計算によって確かめる安全性を有するこ

と」と定めています。「前号に定めるもの」とは

「建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で

定める技術的基準に適合すること」です。したが

って、建築物の構造は政令で定めた仕様規定に適

合しなければなりません。

法と加害者側建築士の主張のギャップは、建築

物の安全性に対する判断の相違によるものです。

法は実験や知見等を通して総合的見地から、建

築物の安全に関して最低の技術的基準を定めてい

るのに対して、加害者側建築士は構造計算のみに

限定して安全性を主張します。

法治国・日本の国家試験で取得した1級建築士

が専門技術を社会的に用いる場合は、建築基準法

に則ることが前提でなければなりません。

欠陥住宅訴訟では、加害者側建築士の主張に対

して建築基準法を根拠に総合的に反論し、法が定

める技術的基準の考え方を裁判官に正しく理解し

てもらうことが大事です。

２．加害者側建築士の構造計算の問題

加害者側建築士が構造計算によって建築物の安

全性を主張する場合は、以下の事項に注意する必

要があります。

1) 構造モデルは妥当か。

2) 構造計算の使用プログラムは妥当か。

3) 確認申請書の設計荷重や材料強度が変更され

ていないか。

4) 法が定める構造計算が行われているか。

5) 確認申請書の計算ルートが変更されていない

か。

6) 構造の瑕疵内容に応じた構造計算が行われて

いるか。

7) 構造計算結果の評価は妥当か。

8) 震災時に被害がないことを根拠に建築物が安

全であると主張していないか。

本件建物の場合、「見解」の構造計算は、

1) 確認申請書のコンクリート強度180㎏/㎝2を根

拠もなく210㎏/㎝2に変更している。

2) 構造耐力上主要な部分（壁梁、地中梁、基礎

（41）

欠陥住宅訴訟と建築士③

混構造３階建て住宅の事例

一級建築士　平　野　憲　司（大阪）

連載
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床版）の許容応力度計算が行われていない。

3) 異種構造接合部の構造計算が行われていない。

等の問題がありました。構造計算の問題点が明ら

かになれば、問題点に焦点を合わせて反論するこ

とが大事です。　

３．判決及び「見解」に対する意見

本件訴訟は建替費用を求める損害賠償請求事件

でした。

建替費用を求める事件では下記事項に注意して

主張することが大事です。　

1) 欠陥住宅の建築に至った事情

2) 建築物の欠陥の重大性

3) 建築物の補修の技術的経済的可能性

以下、本件訴訟における私の意見の概要を紹介

します。

1) 欠陥住宅の建築に至った事情

本件建物が欠陥構造の建築に至った事情を、

被告の陳述書及び証人調書を引用して以下のよ

うにまとめました。

「本件建物の３階建て混構造の欠陥は、○○

建設の下記の企業体質による低い技術力によっ

て生み出されたものである。

① ○○建設は建築関係法令に規定された技術

基準を遵守しない企業である。

② ○○建設は建築士を雇用しておらず、建築

の専門技術を有しない企業である。

③ ○○建設は設計図を作成せず、経験則に基

づく建築技術で工事を行う企業である。

④ ○○建設の経験則に基づく技術力は建築関

係法令に規定された最低の技術基準を下回っ

ている。」

2) 建築物の欠陥の重大性

「見解」については概略以下の意見を述べま

した。

① 建設省住指発第113号（通達）は、通達の構

造設計方法に適合する建築物については法第

38条の規定に基づき令第３章と同等以上の構

造耐力があるものと認めている。

また、通達は、鉄筋コンクリート造の構造

部分については令第３章第６節および告示第

1319号の規定によるとしている。

しかし、本件建物1階の壁式鉄筋コンクリ

ート造は、基礎梁の未設置、壁厚の不足、壁

梁幅の不足、２階床版の未設置が明らかであ

り、令第３章第６節及び告示第1319号の規定

を遵守しない構造である。

② 「見解」が構造計算の根拠にしている「壁

式鉄筋コンクリート造設計施工指針」には、

「本告示（第1319号）に適合しない壁式鉄筋コ

ンクリート造の建築物については、法第38条

による建設大臣の認定を受けることとする。」

と明記されている。

したがって、「見解」は一建築士の憶測な

いし希望的観測に過ぎないものである。

③ 通達は、混構造の構造計算について、荷重

及び外力、許容応力度計算、層間変形角の計

算、剛性率・偏心率の計算、異種構造の接合

部の構造計算の五つを定めている。

しかし、「見解」は構造耐力上主要な部分

の許容応力度計算及び異種構造の接合部の構

造計算が行われておらず、不十分な構造計算

である。

また、現状の欠陥住宅訴訟では、仕様規定違

反の立証だけでは瑕疵が認定されたとしても、

妥当な損害費用が認定されないおそれが多分に

あります。そのため、欠陥の重大性を具体的に

立証することが大事です。

本件建物では、躯体のひび割れ調査、コンク

リートコアの採取と圧縮強度試験、及び壁・壁

梁・基礎底版の現況実測と配筋調査を行い、現

状の構造概略図を作成したうえで構造計算を行

いました。

本件建物は以下の重大な欠陥が明らかになり

ました。

① 告示第1319号は壁式鉄筋コンクリート造の

コンクリートの設計強度を180㎏/㎝2以上と規

定しているが、現状のコンクリート強度は

160㎏/㎝2である。また、確認申請書の設計強

度を下回っている。

② 基礎床版の鉄筋に対するコンクリートのか

ぶり厚さは60㎜以上と規定しているが、現状

のかぶり厚さは12㎜である。

③ 構造耐力上主要な部分は、構造計算によっ

て以下の耐力不足箇所があることを確認した。

ａ）地中梁の曲げ耐力不足２箇所

ｂ）基礎床版の耐力不足

ｃ）２階壁梁の曲げ耐力不足３箇所

ｄ）１階壁の回転耐力不足１箇所

（42）

ふぉあ・すまいる11号B_ふぉあ・すまいる11号B  15/10/28  16:48  ページ 42



なお、判決は、阪神・淡路大震災の本件建物

への影響について「建築後10年以上にわたり

（この間、阪神・淡路大震災等も発生し、本件

建物にもその影響があったものと推認すること

ができる。）、上記欠陥の影響が建物の安全性に

関して何らかの形で表面化した形跡は、本件全

証拠によっても全く窺うことはできないから

（鑑定結果においても本件建物は、現在の構造

体のままであっても、すぐに倒壊したり、崩壊

することは考えにくいとされている。）、通常の

台風や地震で影響を受けるほどの重大な欠陥が

あるとまでいえるか疑問である。」としていま

す。これに対し概略以下の意見を述べました。

① 震災時の建設地の震度は４程度だと推定さ

れ、「気象庁震度階級解説表」によれば建物

被害が通常発生しない地震力である。

② 躯体調査の結果、本件建物は鉄筋コンクリ

ート造の壁及び梁にひび割れが発生してお

り、ひび割れが地震による影響で表面化した

形跡の可能性も否定できない。

③ 「通常の台風や地震」がどの程度の風圧力

や地震力を想定しているのか不明である。ま

た、本件建物は構造の安全を確認する構造計

算時の外力と同等の風圧力及び地震力をこれ

まで受けておらず、構造の安全性は検証され

ていない。

3) 建築物の補修の技術的経済的可能性

建物の損害について建替費用を請求する場合

は、建物各部位の欠陥を除去する補修費用と解

体撤去して新築する補修費用の比較と、補修後

に残る建築技術的問題の双方から検討して、妥

当な補修方法を明らかにすることが大事です。

なお、構造の補修費用を算出する場合、構造計

算結果による瑕疵補修と法が定める仕様規定違

反の瑕疵補修を対象とします。

本件建物では、建物各部位の欠陥を除去する補

修費用と解体撤去して新築する補修費用を詳細

に算出したうえで、「本件建物の技術的経済的補

修方法の考察」として以下の意見を述べました。

「本件建物の１階壁式鉄筋コンクリート造の

欠 陥 箇 所 を 除 去 す る 補 修 方 法 の 費 用 は

35,540,442円である。一方、１階壁式鉄筋コン

クリート造を解体して新築する補修方法の費用

は37,829,260円である。　

したがって、欠陥箇所を除去する補修費用は、解

体して新築する補修費用の９３．９％に相当し、両

者の補修費用の差額は約230万円と少額である。

また、１階壁式鉄筋コンクリート造の欠陥箇

所を除去する補修方法は、以下の建築技術的問

題が残る。

① 告示第1319号は壁式鉄筋コンクリート造の

コンクリートの設計強度を180㎏/㎝2以上と規

定している。しかし、現状のコンクリート強

度は160㎏/㎝2であり、告示の規定を下回る法

令違反の問題がある。

② 基礎底版、地中梁、１階壁、２階梁、２階

床版の補修コンクリートは打継ぎによるコー

ルドジョイント（コンクリートの一体化の不

十分な界面）の問題がある。

③ １階内壁コンクリートに厚さ100㎜の増し

打ちコンクリートを打設する補修は、室面積

の減少という現状の空間利用を損なう問題が

ある。

以上から、二つの補修方法の補修費用に大き

な差額がないことと、残される建築技術的問題

の重要性を総合的に判断すれば、本件建物の補

修方法は既存建物を解体撤去して新築する補修

方法が妥当である。」

４.　訴訟経過

私は二審で「見解」の批判を中心に私的鑑定書

を作成しましたが、二審での建築技術的サポート

は一審で関与された建築士が対応しました。被控

訴人の準備書面に対して、私が意見書を作成する

こともなく結審しました。

二審の判決は「被控訴人は控訴人に対し、700

万円及びこれに対する平成８年８月７日から支払

済みまで年５分の割合による金員を支払え。」と

いうものでした。損害額700万円の内訳は、欠陥

調査・鑑定費120万円、慰謝料500万円、弁護士費

用80万円です。慰謝料500万円は高額ですが、欠

陥の存在を慰謝料算定における要素として考慮し

たためです。

判決は実質勝訴の内容ですが、損害額の認定が

不十分です。現在、ここで紹介した内容の一部を

補充した意見書を提出して上告中です。

良い結果を期待しているところです。

次回は、冷間成形角形鋼管を使用した鉄骨造の

訴訟事例を紹介します。

（43）
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会費納入のお願い

２００４年度会費の納入時期となりました。

恐れ入りますが、同封の郵便振込用紙にて2004

年度年会費のご送金をよろしくお願いします。

なお，当協議会で分類分けしてお送りしており

ますが、万が一、間違っている場合については、

金額の訂正をしていただき、お振り込みください。

【注意】各地域ネットにご入会済みの方について

（44）

は、所属地域ネットに会費を納めていただき、

同封の郵便振込用紙にてご送金されませんよう

にお願い申し上げます。

つきましては、全国ネット退会の際は，何ら

かのかたちで、所属ネットをご連絡いただける

と幸いです。

①　個人会員

弁護士、学者・研究者　　年額５０００円

建築士　　　　　　　　　年額３０００円

その他個人　　　　　　　年額１０００円

②　団体会員　　　　　　　　　年額 ３万円

１．長野大会には１２０名という多数の方々にご参加いただき、大会は成功裏に終わりました。

開催現地の事務局の皆さま，甲信越ネット準備会の皆さまには心から御礼申し上げます。ま

た全国からご参加いただきました皆さま，本当ご苦労さまでした。

次回大会は２００４年５月２９日（土）〜５月３０日（日）に高知共済会館で第１７回大会が行われる予

定です。次回大会も多くの皆さまのご参加をお願いいたします。

２．第１６回長野大会後の活動報告

下記の内容で、会議を行ってきました。

記

①長野大会の総括

②次回高知大会の準備

③アピールの発送（合計７５５カ所）

④「ふぉあすまいる№11」発行

⑤全国一斉１１０番準備（７月１日（木）〜７月３日（土））

⑥会議等

２００４年１月２７日　　　事務局会議（あべの総合L/O）

〃　２月２１日　　　全国ネット幹事会（長野県弁護士会館）

〃　４月１日　　　事務局会議（あべの総合L/O）

３．最後に、長野大会報告者の皆さまにはお忙しい中にもかかわらず、大会での報告をご提供

いただき、今回もまた、大変充実した機関紙を発行することができました。ご協力いただき

ました関係者の皆さまに厚くお礼申し上げます。

事 務 局 だ よ り
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